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枠 組 壁 工 法 又 は 木 質 プ レ ハ ブ 工 法 を 用 い た 建 築 物 の 構 造 方 法 に 関 す る 安 全 上 必 要 な 技 術 的 基 準 を 定 め る 件 （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

（ 昭 和 五 十 七 年 建 設 省 告 示 第 五 十 六 号 ）

　 　 　 　 最 終 改 正 　 平 成 九 年 三 月 二 十 八 日 建 設 省 告 示 第 九 百 六 十 号

改 　 　 　 　 正 　 　 　 　 案 現 　 　 　 　 　 　 　 行

建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 八 十 条 の 二 第 一 号 の

規 定 に 基 づ き 、 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 枠 組 壁 工 法 （ 主 と し て 、 木 材 で 組 ま れ た

枠 組 に 構 造 用 合 板 そ の 他 こ れ に 類 す る も の を 打 ち 付 け た 床 及 び 壁 に よ り 、 建 築 物

を 建 築 す る 工 法 を い う 。 ） 又 は 木 質 プ レ ハ ブ 工 法 （ 主 と し て 、 木 材 で 組 ま れ た 枠

組 に 構 造 用 合 板 そ の 他 こ れ に 類 す る も の を あ ら か じ め 工 場 で 接 着 し た 床 及 び 壁 に

よ り 、 建 築 物 を 建 築 す る 工 法 を い う 。 ） を 用 い た 建 築 物 又 は 建 築 物 の 構 造 部 分

（ 以 下 「 建 築 物 等 」 と い う 。 ） の 構 造 方 法 に 関 す る 安 全 上 必 要 な 技 術 的 基 準 を 第

一 か ら 第 九 ま で に 、 及 び 同 令 第 三 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 、 建 築 物 等 の 基 礎

の 構 造 方 法 を 第 三 第 一 号 に 定 め 、 同 令 第 三 十 六 条 第 二 項 第 二 号 の 規 定 に 基 づ き 、

建 築 物 等 の 構 造 方 法 に 関 す る 安 全 上 必 要 な 技 術 的 基 準 の う ち 耐 久 性 等 関 係 規 定 を

第 十 に 指 定 す る 。

建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ）

第 八 十 条 の 二 第 一 号 の 規 定 に 基 づ き 、 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 枠 組 壁 工 法 （ 木 材

で 組 ま れ た 枠 組 に 構 造 用 合 板 そ の 他 こ れ に 類 す る も の を 打 ち 付 け た 床 及 び 壁 に よ

り 建 築 物 を 建 築 す る 工 法 を い う 。 ） を 用 い た 建 築 物 又 は 建 築 物 の 構 造 部 分 （ 以 下

「 建 築 物 等 」 と い う 。 ） の 構 造 方 法 に 関 す る 安 全 上 必 要 な 技 術 的 基 準 を 次 の よ う

に 定 め る 。

第 一 　 適 用 の 範 囲 等

一 　 地 階 を 除 く 階 数 は 三 以 下 と し な け れ ば な ら な い 。

二 　 耐 力 壁 で あ る 外 壁 に は 、 木 質 接 着 複 合 パ ネ ル と こ れ 以 外 の 構 造 方 法 に よ る

壁 と を 併 用 し て は な ら な い 。

三 　 耐 力 壁 で あ る 間 仕 切 り 壁 に は 、 木 質 接 着 複 合 パ ネ ル と こ れ 以 外 の 構 造 方 法

に よ る 壁 と を 併 用 し て は な ら な い 。

第 一 　 階 数

　 　 地 階 を 除 く 階 数 は 三 以 下 と し な け れ ば な ら な い 。
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第 二 　 材 料

一 　 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 使 用 す る 枠 組 材 の 品 質 は 、 構 造 部 材 の 種 類 に 応 じ

、 次 の 表 に 掲 げ る 規 格 に 適 合 す る も の と し な け れ ば な ら な い 。

第 二 　 材 料

一 　 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 使 用 す る 枠 組 材 の 品 質 は 、 構 造 部 材 の 種 類 に 応

じ 、 次 の 表 に 掲 げ る 規 格 に 適 合 す る も の と し な け れ ば な ら な い 。

構 造 部 材 の 種 類 規 格 構 造 部 材 の 種 類 規 格

土 台 、 端 根 太 、

側 根 太 、 ま ぐ

さ 、 た る き 及 び

む な き

枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 の 日 本 農 林 規 格 （ 昭 和 四 十 九 年

農 林 省 告 示 第 六 百 号 。 以 下 「 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 規

格 」 と い う 。 ） に 規 定 す る 甲 種 枠 組 材 の 特 級 、 一 級 若

し く は 二 級 、 集 成 材 の 日 本 農 林 規 格 （ 昭 和 四

土 台 、 床 根 太 、

端 根 太 、 側 根

太 、 ま ぐ さ 、 天

井 根 太 、 た る き

枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 の 日 本 農 林 規 格 （ 昭 和 四 十 九

年 農 林 省 告 示 第 六 百 号 。 以 下 「 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製

材 規 格 」 と い う 。 ） に 規 定 す る 甲 種 枠 組 材 の 特 級 、

一 級 若 し く は 二 級 、 集 成 材 の 日 本 農 林 規 格 （ 昭 和 四

　 十 九 年 農 林 省 告 示 第 六 百 一 号 ） に 規 定 す る 化 粧 ば り 構

造 用 集 成 柱 の 規 格 、 構 造 用 単 板 積 層 材 の 日 本 農 林 規 格

（ 昭 和 六 十 三 年 農 林 省 告 示 第 千 四 百 四 十 三 号 ） に 規 定

す る 構 造 用 単 板 積 層 材 の 特 級 、 一 級 若 し く は 二 級 、 枠

組 壁 工 法 構 造 用 た て 継 ぎ 材 の 日 本 農 林 規 格 （ 平 成 三 年

農 林 省 告 示 第 七 百 一 号 。 以 下 「 枠 組 壁 工 法 構 造 用 た て

継 ぎ 材 規 格 」 と い う 。 ） に 規 定 す る 甲 種 た て 継 ぎ 材 の

特 級 、 一 級 若 し く は 二 級 、 機 械 に よ る 曲 げ 応 力 等 級 区

分 を 行 う 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 の 日 本 農 林 規 格 （ 平 成

三 年 農 林 省 告 示 第 七 百 二 号 ） に 規 定 す る 機 械 に よ る 曲

げ 応 力 等 級 区 分 を 行 う 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 の 規 格 又

は 造 用 集 成 材 の 日 本 農 林 規 格 （ 平 成 八 年 農 林 省 告 示 第

百 十 一 号 以 下 「 構 造 用 集 成 材 規 格 」 と い う 。 ） に 規 定

す る 集 成 材 の 規 格

及 び む な き 十 九 年 農 林 省 告 示 第 六 百 一 号 ） に 規 定 す る 化 粧 ば り

構 造 用 集 成 柱 の 規 格 、 構 造 用 単 板 積 層 材 の 日 本 農 林

規 格 （ 昭 和 六 十 三 年 農 林 省 告 示 第 千 四 百 四 十 三 号 ）

に 規 定 す る 構 造 用 単 板 積 層 材 の 特 級 、 一 級 若 し く は

二 級 、 枠 組 壁 工 法 構 造 用 た て 継 ぎ 材 の 日 本 農 林 規 格

（ 平 成 三 年 農 林 省 告 示 第 七 百 一 号 。 以 下 「 枠 組 壁 工

法 構 造 用 た て 継 ぎ 材 規 格 」 と い う 。 ） に 規 定 す る 甲

種 た て 継 ぎ 材 の 特 級 、 一 級 若 し く は 二 級 、 機 械 に よ

る 曲 げ 応 力 等 級 区 分 を 行 う 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 の

日 本 農 林 規 格 （ 平 成 三 年 農 林 省 告 示 第 七 百 二 号 ） に

規 定 す る 機 械 に よ る 曲 げ 応 力 等 級 区 分 を 行 う 枠 組 壁

工 法 構 造 用 製 材 の 規 格 又 は 構 造 用 集 成 材 の 日 本 農 林

規 格 （ 平 成 八 年 農 林 省 告 示 第 百 十 一 号 以 下 「 構 造 用

集 成 材 規 格 」 と い う 。 ） に 規 定 す る 集 成 材 の 規 格
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床 根 太 及 び 天 井

根 太

に 掲 げ る 規 格 、 日 本 工 業 規 格 Ｇ 三 三 〇 二 （ 溶 融 亜 鉛

め っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ― 一 九 九 八 に 規 定 す る 鋼 材 の 規

格 、 日 本 工 業 規 格 Ｇ 三 三 二 一 （ 溶 融 五 十 五 ％ ア ル ミ ニ

ウ ム ― 亜 鉛 合 金 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ― 一 九 九 八 に 規 定 す る

鋼 材 の 規 格 、 日 本 工 業 規 格 Ｇ 三 三 一 二 （ 塗 装 溶 融 亜 鉛

め っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ― 一 九 九 八 に 規 定 す る 鋼 材 の 規

格 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｇ 三 三 二 二 （ 塗 装 溶 融 五 十 五 ％ ア

ル ミ ニ ウ ム ― 亜 鉛 め っ き 合 金 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） に 規 定 す

る 鋼 材 の 規 格

壁 の 上 枠 及 び 頭

つ な ぎ

に 掲 げ る 規 格 （ 耐 力 壁 に 使 用 す る 枠 組 材 に あ っ て

は 、 に 掲 げ る 規 格 に 限 る 。 ） 、 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製

材 規 格 に 規 定 す る 甲 種 枠 組 材 の 三 級 若 し く は 乙 種 枠 組

材 の コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン 若 し く は ス タ ン ダ ー ド 又 は 枠

組 壁 工 法 構 造 用 た て 継 ぎ 材 規 格 に 規 定 す る 甲 種 縦 継 ぎ

材 の 三 級 若 し く は 乙 種 た て 継 ぎ 材 の コ ン ス ト ラ ク シ ョ

ン 若 し く は ス タ ン ダ ー ド

壁 の 上 枠 及 び 頭

つ な ぎ

に 掲 げ る 規 格 、 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定

す る 甲 種 枠 組 材 の 三 級 若 し く は 乙 種 枠 組 材 の コ ン ス

ト ラ ク シ ョ ン 若 し く は ス タ ン ダ ー ド 又 は 枠 組 壁 工 法

構 造 用 た て 継 ぎ 材 規 格 に 規 定 す る 甲 種 縦 継 ぎ 材 の 三

級 若 し く は 乙 種 た て 継 ぎ 材 の コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン 若

し く は ス タ ン ダ ー ド

壁 の た て 枠

に 掲 げ る 規 格 （ 構 造 用 集 成 材 規 格 に 規 定 す る 非 対 称

異 等 級 構 成 集 成 材 に 係 る も の を 除 く 。 ） 又 は

　 壁 の た て 枠

に 掲 げ る 規 格 （ 構 造 用 集 成 材 規 格 に 規 定 す る 非 対

称 異 等 級 構 成 集 成 材 に 係 る も の を 除 く 。 ） 又 は

枠 組 壁 工 法 構 造 用 た て 継 ぎ 材 規 格 に 規 定 す る た て 枠 用

た て 継 ぎ 材 の 規 格

枠 組 壁 工 法 構 造 用 た て 継 ぎ 材 規 格 に 規 定 す る た て 枠

用 た て 継 ぎ 材 の 規 格

壁 の 下 枠

に 掲 げ る 規 格 、 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定 す

る 乙 種 枠 組 材 ユ テ ィ リ テ ィ 又 は 枠 組 壁 工 法 構 造 用 た て

継 ぎ 材 規 格 に 規 定 す る 乙 種 た て 継 ぎ 材 の ユ テ ィ リ テ ィ

壁 の 下 枠

に 掲 げ る 規 格 、 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定

す る 乙 種 枠 組 材 ユ テ ィ リ テ ィ 又 は 枠 組 壁 工 法 構 造 用

た て 継 ぎ 材 規 格 に 規 定 す る 乙 種 た て 継 ぎ 材 の ユ テ ィ

リ テ ィ
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筋 か い

に 掲 げ る 規 格 （ に 掲 げ る 規 格 （ に 掲 げ る 規 格 を

除 く 。 ） 及 び 構 造 用 集 成 材 規 格 に 規 定 す る 非 対 称 異 等

級 構 成 集 成 材 に 係 る も の を 除 く 。 ） 又 は 針 葉 樹 の 下 地

用 製 材 の 日 本 農 林 規 格 （ 平 成 八 年 農 林 水 産 省 告 示 第 千

八 十 五 号 ） に 規 定 す る 板 類 の 一 級

筋 か い

に 掲 げ る 規 格 （ 構 造 用 集 成 材 規 格 に 規 定 す る 非 対

称 異 等 級 構 成 集 成 材 に 係 る も の を 除 く 。 ） 又 は 針 葉

樹 の 下 地 用 製 材 の 日 本 農 林 規 格 （ 平 成 八 年 農 林 水 産

省 告 示 第 千 八 十 五 号 ） に 規 定 す る 板 類 の 一 級

二 　 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 使 用 す る 床 材 、 壁 材 又 は 屋 根 下 地 材 の 品 質 は 、 構

造 部 材 及 び 材 料 の 種 類 に 応 じ 、 次 の 表 に 掲 げ る 規 格 （ 構 造 耐 力 に 係 る 規 定 に

限 る 。 ） に 適 合 す る も の と し な け れ ば な ら な い 。

二 　 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 使 用 す る 床 材 、 壁 材 又 は 屋 根 下 地 材 の 品 質 は 、 構

造 部 材 及 び 材 料 の 種 類 に 応 じ 、 次 の 表 に 掲 げ る 規 格 （ 構 造 耐 力 に 係 る 規 定 に

限 る 。 ） に 適 合 す る も の と し な け れ ば な ら な い 。

構 造 部 材 の 種 類 材 料 の 種 類 規 格 構 造 部 材 の 種 類 材 料 の 種 類 規 格

構 造 用 合 板

構 造 用 合 板 の 日 本 農 林 規 格 （ 昭 和 四 十 四

年 農 林 省 告 示 第 千 三 百 七 十 一 号 。 以 下

「 構 造 用 合 板 規 格 」 と い う 。 ） に 規 定 す

る 特 類

構 造 用 合 板

構 造 用 合 板 の 日 本 農 林 規 格 （ 昭 和 四 十

四 年 農 林 省 告 示 第 千 三 百 七 十 一 号 。 以

下 「 構 造 用 合 板 規 格 」 と い う 。 ） に 規

定 す る 特 類

構 造 用 パ ネ

ル

構 造 用 パ ネ ル の 日 本 農 林 規 格 （ 昭 和 六 十

二 年 農 林 省 告 示 第 三 百 六 十 号 。 以 下 「 構

造 用 パ ネ ル 規 格 」 と い う 。 ） に 規 定 す る

一 級 、 二 級 、 三 級 又 は 四 級

構 造 用 パ ネ

ル

構 造 用 パ ネ ル の 日 本 農 林 規 格 （ 昭 和 六

十 二 年 農 林 省 告 示 第 三 百 六 十 号 。 以 下

「 構 造 用 パ ネ ル 規 格 」 と い う 。 ） に 規

定 す る 一 級 、 二 級 、 三 級 又 は 四 級

屋 外 に 面 す る 部

分 に 用 い る 壁 材

又 は 常 時 湿 潤 の

状 態 と な る お そ

れ の あ る 部 分 に

用 い る 壁 材

パ ー テ ィ ク

ル ボ ー ド

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 九 〇 八 （ パ ー テ ィ ク ル

ボ ー ド ） ― 一 九 九 四 に 規 定 す る 一 八 タ イ

プ 、 一 三 タ イ プ 、 二 四 － 一 〇 タ イ プ 、 一

七 ・ 五 － 一 〇 ・ 五 タ イ プ 又 は 三 〇 － 一 五

タ イ プ

屋 外 に 面 す る 部

分 に 用 い る 壁 材

又 は 常 時 湿 潤 の

状 態 と な る お そ

れ の あ る 部 分 に

用 い る 壁 材

パ ー テ ィ ク

ル ボ ー ド

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 九 〇 八 （ パ ー テ ィ ク

ル ボ ー ド ） ― 一 九 九 四 に 規 定 す る 一 八

タ イ プ 、 一 三 タ イ プ 、 二 四 － 一 〇 タ イ

プ 、 一 七 ・ 五 － 一 〇 ・ 五 タ イ プ 又 は 三

〇 － 一 五 タ イ プ
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ハ ー ド ボ ー

ド

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 九 〇 五 （ 繊 維 板 ） ― 一

九 九 四 に 規 定 す る ハ ー ド フ ァ イ バ ー ボ ー

ド の 三 五 タ イ プ 又 は 四 五 タ イ プ

ハ ー ド ボ ー

ド

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 九 〇 五 （ 繊 維 板 ） ―

一 九 九 四 に 規 定 す る ハ ー ド フ ァ イ バ ー

ボ ー ド の 三 五 タ イ プ 又 は 四 五 タ イ プ

硬 質 木 片 セ

メ ン ト 板

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 四 〇 四 （ 木 質 系 セ メ ン

ト 板 ） ― 二 〇 〇 一 に 規 定 す る 硬 質 木 片 セ

メ ン ト 板

硬 質 木 片 セ

メ ン ト 板

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 四 一 七 （ 木 片 セ メ ン

ト 板 ） ― 一 九 九 二 に 規 定 す る 硬 質 木 片

セ メ ン ト 板

フ レ キ シ ブ

ル 板

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 四 三 〇 （ 繊 維 強 化 セ メ

ン ト 板 ） ― 一 九 九 五 に 規 定 す る フ レ キ シ

ブ ル 板

フ レ キ シ ブ

ル 板

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 四 三 〇 （ 繊 維 強 化 セ

メ ン ト 板 ） ― 一 九 九 五 に 規 定 す る フ レ

キ シ ブ ル 板

石 綿 パ ー ラ

イ ト 板

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 四 三 〇 （ 繊 維 強 化 セ メ

ン ト 板 ） ― 一 九 九 五 に 規 定 す る 〇 ・ 八 パ

ー ラ イ ト 板

石 綿 パ ー ラ

イ ト 板

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 四 三 〇 （ 繊 維 強 化 セ

メ ン ト 板 ） ― 一 九 九 五 に 規 定 す る 〇 ・

八 パ ー ラ イ ト 板

石 綿 け い 酸

カ ル シ ウ ム

板

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 四 三 〇 （ 繊 維 強 化 セ メ

ン ト 板 ） ― 一 九 九 五 に 規 定 す る 一 ・ 〇 け

い 酸 カ ル シ ウ ム 板

石 綿 け い 酸

カ ル シ ウ ム

板

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 四 三 〇 （ 繊 維 強 化 セ

メ ン ト 板 ） ― 一 九 九 五 に 規 定 す る 一 ・

〇 け い 酸 カ ル シ ウ ム 板

炭 酸 マ グ ネ

シ ウ ム 板

日 本 工 業 規 格 Ａ 六 七 〇 一 （ 炭 酸 マ グ ネ

シ ウ ム 板 ） ― 一 九 七 九 に 規 定 す る 〇 ・

八

パ ル プ セ メ

ン ト 板

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 四 一 四 （ パ ル プ セ メ ン

ト 板 ） ― 一 九 九 三 に 規 定 す る 一 ・ 〇 パ ル

プ セ メ ン ト 板

パ ル プ セ メ

ン ト 板

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 四 一 四 （ パ ル プ セ メ

ン ト 板 ） ― 一 九 九 三 に 規 定 す る 一 ・ 〇

パ ル プ セ メ ン ト 板

製 材

針 葉 樹 の 下 地 用 製 材 の 日 本 農 林 規 格 （ 平

成 八 年 農 林 水 産 省 告 示 第 千 八 十 五 号 ） に

規 定 す る 板 類 の 一 級

製 材

針 葉 樹 の 下 地 用 製 材 の 日 本 農 林 規 格

（ 平 成 八 年 農 林 水 産 省 告 示 第 千 八 十 五

号 ） に 規 定 す る 板 類 の 一 級
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シ ー ジ ン グ

ボ ー ド

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 九 〇 五 （ 繊 維 板 ） ― 一

九 九 四 に 規 定 す る シ ー ジ ン グ ボ ー ド

シ ー ジ ン グ

ボ ー ド

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 九 〇 五 （ 繊 維 板 ） ―

一 九 九 四 に 規 定 す る シ ー ジ ン グ ボ ー ド

ミ デ ィ ア ム

デ ン シ テ ィ

ー フ ァ イ バ

ー ボ ー ド

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 九 〇 五 （ 繊 維 版 ） － 一

九 九 四 に 規 定 す る 中 質 繊 維 版 三 十 タ イ プ

（ Ｍ タ イ プ 、 Ｐ タ イ プ ）

火 山 性 ガ ラ

ス 質 複 層 板

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 四 四 〇 （ 火 山 性 ガ ラ ス

質 複 層 板 （ Ｖ Ｓ ボ ー ド ） ） ― 二 〇 〇 〇 に

規 定 す る 火 山 性 ガ ラ ス 質 複 層 板

ラ ス シ ー ト

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 五 二 四 （ ラ ス シ ー ト ）

― 一 九 九 四

ラ ス シ ー ト

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 五 二 四 （ ラ ス シ ー

ト ） ― 一 九 九 四

に 掲 げ る

材 料

に 掲 げ る そ れ ぞ れ の 規 格 （ 構 造 用 合 板

に つ い て は 、 構 造 用 合 板 規 格 に 規 定 す る

一 類 を 含 む 。 ）

に 掲 げ る

材 料

に 掲 げ る そ れ ぞ れ の 規 格 （ 構 造 用 合

板 に つ い て は 、 構 造 用 合 板 規 格 に 規 定

す る 一 類 を 含 む 。 ）に 掲 げ る 部 分

以 外 の 部 分 に 用

い る 壁 材

せ っ こ う ボ

ー ド

日 本 工 業 規 格 Ａ 六 九 〇 一 （ せ っ こ う ボ ー

ド 製 品 ） ― 一 九 九 四 に 規 定 す る せ っ こ う

ボ ー ド

に 掲 げ る 部 分

以 外 の 部 分 に 用

い る 壁 材

せ っ こ う ボ

ー ド

日 本 工 業 規 格 Ａ 六 九 〇 一 （ せ っ こ う ボ

ー ド 製 品 ） ― － 一 九 九 四 に 規 定 す る せ

っ こ う ボ ー ド

構 造 用 合 板 日 本 工 業 規 格 に 規 定 す る 特 類 又 は 一 類 構 造 用 合 板 日 本 工 業 規 格 に 規 定 す る 特 類 又 は 一 類

構 造 用 パ ネ

ル

構 造 用 パ ネ ル 規 格 に 規 定 す る 一 級 、 二

級 、 三 級 又 は 四 級

構 造 用 パ ネ

ル

構 造 用 パ ネ ル 規 格 に 規 定 す る 一 級 、 二

級 、 三 級 又 は 四 級
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パ ー テ ィ ク

ル ボ ー ド

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 九 〇 八 （ パ ー テ ィ ク ル

ボ ー ド ） ― 一 九 九 四 に 規 定 す る 一 八 タ イ

プ 、 一 三 タ イ プ 、 二 四 － 一 〇 タ イ プ 、 一

七 ・ 五 ― 一 〇 ・ 〇 五 タ イ プ 又 は 三 〇 ― 一

五 タ イ プ

パ ー テ ィ ク

ル ボ ー ド

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 九 〇 八 （ パ ー テ ィ ク

ル ボ ー ド ） ― 一 九 九 四 に 規 定 す る 一 八

タ イ プ 、 一 三 タ イ プ 、 二 四 － 一 〇 タ イ

プ 、 一 七 ・ 五 ― 一 〇 ・ 〇 五 タ イ プ 又 は

三 〇 － 一 五 タ イ プ

床 材 又 は 屋 根 下

地 材

硬 質 木 片 セ

メ ン ト 板

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 四 一 七 （ 木 片 セ メ ン ト

板 ） ― 一 九 九 二 に 規 定 す る 硬 質 木 片 セ メ

ン ト 板

床 材 又 は 屋 根 下

地 材

硬 質 木 片 セ

メ ン ト 板

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 四 一 七 （ 木 片 セ メ ン

ト 板 ） ― 一 九 九 二 に 規 定 す る 硬 質 木 片

セ メ ン ト 板

ミ デ ィ ア ム

デ ン シ テ ィ

ー フ ァ イ バ

ー ボ ー ド

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 九 〇 五 （ 繊 維 版 ） ― 一

九 九 四 に 規 定 す る 中 質 繊 維 版 三 十 タ イ プ

（ Ｍ タ イ プ 、 Ｐ タ イ プ ）

火 山 性 ガ ラ

ス 質 複 層 板

日 本 工 業 規 格 Ａ 五 四 四 〇 （ 火 山 性 ガ ラ ス

質 複 層 板 （ Ｖ Ｓ ボ ー ド ） ） ― 二 〇 〇 〇 に

規 定 す る 火 山 性 ガ ラ ス 質 複 層 板

三 　 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 使 用 す る 材 料 で 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律

第 二 百 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 三 十 七 条 に 規 定 す る 指 定 建 築 材 料 の う

ち 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の 又 は 前 各 号 に 掲 げ る も の 以 外 の 木 材 で 国 土 交

通 大 臣 が そ の 樹 種 、 区 分 及 び 等 級 等 に 応 じ て 基 準 強 度 の 数 値 を 指 定 し た も の

に つ い て は 、 前 各 号 の 規 定 は 適 用 し な い 。

イ 　 構 造 用 鋼 材 及 び 鋳 鋼 （ 枠 組 材 の う ち 床 根 太 、 天 井 根 太 、 耐 力 壁 以 外 の 壁

の 上 枠 、 頭 つ な ぎ 、 耐 力 壁 以 外 の 壁 の た て 枠 及 び 耐 力 壁 以 外 の 壁 の 下 枠 に

用 い る 場 合 に 限 る 。 ）

ロ 　 木 質 接 着 成 形 軸 材 料 及 び 木 質 複 合 軸 材 料

三 　 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 使 用 す る 材 料 で 建 設 大 臣 が 構 造 耐 力 上 支 障 が な い

と 認 め た も の に つ い て は 、 前 各 号 の 規 定 は 適 用 し な い 。
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ハ 　 木 質 断 熱 複 合 パ ネ ル

ニ 　 木 質 接 着 複 合 パ ネ ル

２ 　 日 本 工 業 規 格 Ｇ 三 三 〇 二 （ 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ― 一 九 九 八 に 規 定

す る 鋼 材 の 規 格 、 日 本 工 業 規 格 Ｇ 三 三 二 一 （ 溶 融 五 十 五 ％ ア ル ミ ニ ウ ム ― 亜 鉛

合 金 め っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ― 一 九 九 八 に 規 定 す る 鋼 材 の 規 格 、 日 本 工 業 規 格 Ｇ

三 三 一 二 （ 塗 装 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ― 一 九 九 八 に 規 定 す る 鋼 材 の 規

格 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｇ 三 三 二 二 （ 塗 装 溶 融 五 十 五 ％ ア ル ミ ニ ウ ム ― 亜 鉛 合 金 め

っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） に 規 定 す る 鋼 材 の 規 格 に 適 合 す る も の 又 は 法 第 三 十 七 条 第

二 号 の 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け た 構 造 用 鋼 材 及 び 鋳 鋼 を 枠 組 材 の う ち 床 根 太

、 天 井 根 太 、 耐 力 壁 以 外 の 壁 の 上 枠 、 頭 つ な ぎ 、 耐 力 壁 以 外 の 壁 の た て 枠 及 び

耐 力 壁 以 外 の 壁 の 下 枠 に 用 い る 場 合 に あ っ て は 、 こ れ ら を 冷 間 で ロ ー ル フ ォ ー

ミ ン グ 加 工 又 は プ レ ス 加 工 に よ り 成 形 し た も の （ 以 下 「 薄 板 軽 量 形 鋼 」 と い う

。 ） と し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に あ っ て 、 薄 板 軽 量 形 鋼 の 曲 げ 部 分 又 は

か し め 部 分 の 内 法 は 公 称 板 厚 の 数 値 以 上 と し 、 厚 さ は 〇 ・ 八 ミ リ メ ー ト ル 以 上

と す る も の と す る 。
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第 三 　 基 礎 及 び 土 台

一 　 建 築 物 の 基 礎 の 構 造 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ ら な け れ ば な ら な い 。

イ 　 一 体 の 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 （ 二 以 上 の 部 材 を 組 み 合 わ せ た も の で 、 部 材

相 互 を 緊 結 し た も の を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 無 筋 コ ン ク リ ー ト 造 の べ た

基 礎 又 は 布 基 礎 （ 地 階 を 除 く 階 数 が 三 の 建 築 物 又 は 地 階 を 除 く 階 数 が 二 で

あ る 建 築 物 で 、 特 定 行 政 庁 が 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第

四 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ っ て 指 定 し た 区 域 内 に お け る も の に あ っ て は 、

一 体 の 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 の べ た 基 礎 又 は 布 基 礎 ） と す る こ と 。

ロ 　 立 上 り 部 分 の 高 さ は 地 上 部 分 で 三 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と 、 立 上 り 部 分

の 厚 さ は 十 二 セ ン チ メ ー ト ル （ 地 階 を 除 く 階 数 が 三 で あ る 建 築 物 に あ っ て

は 、 十 五 セ ン チ メ ー ト ル ） 以 上 と 、 基 礎 の 底 盤 の 厚 さ は 十 二 セ ン チ メ ー ト

ル 以 上 と す る こ と 。

ハ 　 地 階 を 除 く 階 数 が 三 で あ る 建 築 物 の 布 基 礎 に は 、 幅 四 十 五 セ ン チ メ ー ト

ル 以 上 、 厚 さ 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の フ ー チ ン グ を 設 け る こ と 。

二 　 一 階 の 耐 力 壁 の 下 部 に は 、 土 台 を 設 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 地 階 を

設 け る 等 の 場 合 で あ っ て 、 当 該 耐 力 壁 の 直 下 の 床 根 太 等 を 構 造 耐 力 上 有 効 に

補 強 し た い と き は 、 こ の 限 り で な い 。

三 　 土 台 は 、 基 礎 に 直 径 十 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 、 長 さ 三 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以

上 の ア ン カ ー ボ ル ト で 緊 結 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 ア ン カ

ー ボ ル ト は 、 そ の 間 隔 を 二 メ ー ト ル 以 下 と し て 、 か つ 隅 角 部 及 び 土 台 の 継 ぎ

手 の 部 分 に 配 置 す る こ と 。

第 三 　 土 台 及 び 基 礎

一 　 一 階 の 耐 力 壁 の 下 部 に は 、 土 台 を 設 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 地 階 を

設 け る 等 の 場 合 で あ っ て 、 当 該 耐 力 壁 の 直 下 の 床 根 太 等 を 構 造 耐 力 上 有 効 に

補 強 し た い と き は 、 こ の 限 り で な い 。

二 　 土 台 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 一 体 の 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 又 は 無 筋 コ

ン ク リ ー ト 造 の 布 基 礎 （ 地 階 を 除 く 階 数 が 三 の 建 築 物 又 は 地 階 を 除 く 階 数 が

二 で あ る 建 築 物 で 、 特 定 行 政 庁 が 令 第 四 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ っ て 指 定 し

た 区 域 内 に お け る も の に あ っ て は 、 一 体 の 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 の 布 基 礎 ） に

、 直 径 十 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 、 長 さ 三 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の ア ン カ ー ボ

ル ト で 緊 結 し な け れ ば な ら な い 。

イ 　 布 基 礎 は 、 そ の 幅 を 十 二 セ ン チ メ ー ト ル （ 地 階 を 除 く 階 数 が 三 で あ る 建

築 物 に あ っ て は 、 十 五 セ ン チ メ ー ト ル ） 以 上 、 地 面 か ら そ の 上 端 ま で の 高

さ を 三 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。

ロ 　 地 階 を 除 く 階 数 が 三 で あ る 建 築 物 の 布 基 礎 に は 、 幅 四 十 五 セ ン チ メ ー ト

ル 以 上 、 厚 さ 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の フ ー チ ン グ を 設 け る こ と 。 た だ

し 、 実 験 又 は 計 算 に よ っ て 構 造 耐 力 上 安 全 で あ る こ と が 確 か め ら れ た 場 合

に お い て は 、 こ の 限 り で は な い 。

ハ 　 ア ン カ ー ボ ル ト は 、 そ の 間 隔 を 二 メ ー ト ル 以 下 と し て 、 か つ 隅 角 部 及 び

土 台 の 継 ぎ 手 の 部 分 に 配 置 す る こ と 。

ニ 　 地 階 を 除 く 階 数 が 三 で あ る 建 築 物 の ア ン カ ー ボ ル ト は 、 ハ に 定 め る 部 分

の ほ か 、 一 階 の 床 に 達 す る 開 口 部 の 両 端 の た て 枠 か ら 十 五 セ ン チ メ ー ト ル

以 内 の 部 分 に 配 置 す る こ と 。 た だ し 、 実 験 又 は 計 算 に よ っ て こ れ と 同 等 以
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四 　 土 台 の 寸 法 は 、 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定 す る 寸 法 型 式 二 〇 四 、 二

〇 六 、 二 〇 八 、 四 〇 四 、 四 〇 六 又 は 四 〇 八 に 適 合 す る も の 又 は こ れ ら 以 上 の

も の と し な け れ ば な ら な い 。

五 　 土 台 に は 、 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定 す る 防 腐 処 理 を 施 し た 旨 の 表

示 が し て あ る も の を 用 い な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 同 規 格 に 規 定 す る 寸 法

型 式 四 〇 四 、 四 〇 六 又 は 四 〇 八 に 適 合 す る も の を 用 い る 場 合 に お い て は 、 防

腐 剤 塗 布 、 浸 せ き そ の 他 こ れ に 類 す る 防 腐 処 理 を 施 し た も の に よ る こ と が で

き る 。

上 に 構 造 耐 力 上 安 全 で あ る こ と が 確 か め ら れ た 方 法 に よ り 配 置 す る と き

は 、 こ の 限 り で は な い 。

三 　 土 台 の 寸 法 は 、 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定 す る 寸 法 型 式 二 〇 四 、 二

〇 六 、 二 〇 八 、 四 〇 四 、 四 〇 六 又 は 四 〇 八 に 適 合 す る も の と し な け れ ば な ら

な い 。

四 　 土 台 に は 、 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定 す る 防 腐 処 理 を 施 し た 旨 の 表

示 が し て あ る も の を 用 い な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 同 規 格 に 規 定 す る 寸 法

型 式 四 〇 四 、 四 〇 六 又 は 四 〇 八 に 適 合 す る も の を 用 い る 場 合 に お い て は 、 防

腐 剤 塗 布 、 浸 せ き そ の 他 こ れ に 類 す る 防 腐 処 理 を 施 し た も の に よ る こ と が で

き る 。

第 四 　 床

一 　 床 根 太 、 端 根 太 及 び 側 根 太 の 寸 法 は 、 枠 組 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定 す る

寸 法 型 式 二 〇 六 、 二 〇 八 、 二 一 〇 又 は 二 一 二 に 適 合 す る も の 又 は こ れ ら 以 上

の も の と し な け れ ば な ら な い 。

二 　 床 根 太 の 支 点 間 の 距 離 は 、 八 メ ー ト ル 以 下 と し な け れ ば な ら な い 。 床 根 太

に 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定 す る 寸 法 型 式 二 一 二 に 適 合 す る も の を 用

い る 場 合 （ 当 該 根 太 を 二 以 上 緊 結 し て 用 い る 場 合 又 は 床 根 太 の 支 点 間 の 距 離

を 四 ・ 五 メ ー ト ル 未 満 と す る 場 合 を 除 く ） に お い て は 、 三 メ ー ト ル 以 下 ご と

に こ ろ び 止 め を 設 け な け れ ば な ら な い 。

三 　 床 根 太 相 互 及 び 床 根 太 と 側 根 太 の 間 隔 （ 以 下 「 床 根 太 間 隔 」 と い う 。 ）

は 、 六 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 と し な け れ ば な ら な い 。

四 　 床 に 設 け る 開 口 部 は 、 こ れ を 構 成 す る 床 根 太 と 同 寸 法 以 上 の 断 面 を 有 す る

床 根 太 で 補 強 し な け れ ば な ら な い 。

第 四 　 床

一 　 床 根 太 、 端 根 太 及 び 側 根 太 の 寸 法 は 、 枠 組 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定 す る

寸 法 型 式 二 〇 六 、 二 〇 八 、 二 一 〇 又 は 二 一 二 に 適 合 す る も の と し な け れ ば な

ら な い 。

二 　 床 根 太 の 支 点 間 の 距 離 は 、 八 メ ー ト ル 以 下 と し 、 床 根 太 に 枠 組 壁 工 法 構 造

用 製 材 規 格 に 規 定 す る 寸 法 型 式 二 一 二 に 適 合 す る も の を 用 い る 場 合 （ 当 該 根

太 を 二 以 上 緊 結 し て 用 い る 場 合 又 は 床 根 太 の 支 点 間 の 距 離 を 四 ・ 五 メ ー ト ル

未 満 と す る 場 合 を 除 く ） に お い て は 、 三 メ ー ト ル 以 下 ご と に こ ろ び 止 め を 設

け な け れ ば な ら な い 。

三 　 床 根 太 相 互 及 び 床 根 太 と 側 根 太 の 間 隔 （ 以 下 「 床 根 太 間 隔 」 と い う 。 ）

は 、 六 十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 と し な け れ ば な ら な い 。

四 　 床 に 設 け る 開 口 部 は 、 こ れ を 構 成 す る 床 根 太 と 同 寸 法 以 上 の 断 面 を 有 す る

床 根 太 で 補 強 し な け れ ば な ら な い 。
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五 　 二 階 又 は 三 階 の 耐 力 壁 の 直 下 に 耐 力 壁 を 設 け な い 場 合 に お い て は 、 当 該 耐

力 壁 の 直 下 の 床 根 太 は 、 構 造 耐 力 上 有 効 に 補 強 し な け れ ば な ら な い 。

六 　 床 材 は 、 厚 さ 十 五 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 構 造 用 合 板 、 厚 さ 十 八 ミ リ メ ー ト ル

以 上 の パ ー テ ィ ク ル ボ ー ド 又 は 構 造 用 パ ネ ル （ 構 造 用 パ ネ ル 規 格 に 規 定 す る

一 級 の も の に 限 る 。 ） と し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 床 根 太 間 隔 を 五 十 セ

ン チ メ ー ト ル 以 下 と す る 場 合 に お い て は 、 厚 さ 十 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 構 造

用 合 板 、 厚 さ 十 五 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の パ ー テ ィ ク ル ボ ー ド 又 は 構 造 用 パ ネ ル

（ 構 造 用 パ ネ ル 規 格 に 規 定 す る 一 級 、 二 級 、 三 級 〔 床 根 太 相 互 又 は 床 根 太 の

間 隔 が 三 十 一 セ ン チ メ ー ト ル を 超 え る 場 合 に お い て は 、 同 規 格 に 規 定 す る 一

級 又 は 二 級 〕 の も の に 限 る 。 ） と 、 床 根 太 間 隔 を 三 十 一 セ ン チ メ ー ト ル 以 下

と す る 場 合 に お い て は 、 厚 さ 十 八 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 硬 質 木 片 セ メ ン ト 板

と 、 そ れ ぞ れ す る こ と が で き る 。

七 　 床 の 各 部 材 相 互 及 び 床 の 枠 組 と 土 台 又 は 頭 つ な ぎ と は 、 次 の 表 の 緊 結 す る

部 分 の 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 緊 結 の 方 法 の 欄 に 掲 げ る と お

り に 緊 結 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 接 合 部 の 短 期 に 生 ず る 力 に 対 す る 許

容 せ ん 断 耐 力 が 次 の 表 の 許 容 せ ん 断 耐 力 の 欄 に 掲 げ る 数 値 以 上 で あ る こ と が

確 か め ら れ た 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で な い 。

五 　 二 階 又 は 三 階 の 耐 力 壁 の 直 下 に 耐 力 壁 を 設 け な い 場 合 に お い て は 、 当 該 耐

力 壁 の 直 下 の 床 根 太 は 、 構 造 耐 力 上 有 効 に 補 強 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 建 設 大 臣 が こ れ と 同 等 以 上 の 効 力 を 有 す る と 認 め る 方 法 に よ り 補 強 す る

も の に つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。

六 　 床 材 は 、 厚 さ 十 五 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 構 造 用 合 板 、 厚 さ 十 八 ミ リ メ ー ト ル

以 上 の パ ー テ ィ ク ル ボ ー ド 又 は 構 造 用 パ ネ ル （ 構 造 用 パ ネ ル 規 格 に 規 定 す る

一 級 の も の に 限 る 。 ） と し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 床 根 太 間 隔 を 五 十 セ

ン チ メ ー ト ル 以 下 と す る 場 合 に お い て は 、 厚 さ 十 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 構 造

用 合 板 、 厚 さ 十 五 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の パ ー テ ィ ク ル ボ ー ド 又 は 構 造 用 パ ネ ル

（ 構 造 用 パ ネ ル 規 格 に 規 定 す る 一 級 、 二 級 、 三 級 〔 床 根 太 相 互 又 は 床 根 太 の

間 隔 が 三 十 一 セ ン チ メ ー ト ル を 超 え る 場 合 に お い て は 、 同 規 格 に 規 定 す る 一

級 又 は 二 級 〕 の も の に 限 る 。 ） と 、 床 根 太 間 隔 を 三 十 一 セ ン チ メ ー ト ル 以 下

と す る 場 合 に お い て は 、 厚 さ 十 八 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 硬 質 木 片 セ メ ン ト 板

と 、 そ れ ぞ れ す る こ と が で き る 。

七 　 床 の 各 部 材 相 互 及 び 床 の 枠 組 と 土 台 又 は 頭 つ な ぎ と は 、 次 の 表 の 緊 結 す る

部 分 の 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 緊 結 の 方 法 の 欄 に 掲 げ る と お

り に 緊 結 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 構 造 計 算 又 は 実 験 に よ っ て 接 合 部 の

短 期 応 力 に 対 す る 許 容 せ ん 断 応 力 が 次 の 表 の 許 容 せ ん 断 応 力 の 欄 に 掲 げ る 数

値 以 上 で あ る こ と が 確 か め ら れ た 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で な い 。

緊 結 の 方 法 緊 結 の 方 法

緊 結 す る 部 分

く ぎ の 種 類 く ぎ の 本 数 く ぎ の 間 隔

許 容 せ ん 断

耐 力

緊 結 す る 部 分

く ぎ の 種 類 く ぎ の 本 数 く ぎ の 間 隔

許 容 せ ん

断 応 力
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Ｃ Ｎ 七 五 二 本 Ｃ Ｎ 七 五 二 本

Ｃ Ｎ 六 五

Ｂ Ｎ 七 五

三 本

Ｃ Ｎ 六 五

Ｂ Ｎ 七 五

三 本

床 根 太 と 土 台 又 は

頭 つ な ぎ

Ｂ Ｎ 六 五 四 本

―

一 箇 所 あ た

り 一 一 〇 〇

ニ ュ ー ト ン

床 根 太 と 土 台 又 は

頭 つ な ぎ

Ｂ Ｎ 六 五 四 本

―

一 箇 所 あ

た り 一 一

〇 キ ロ グ

ラ ム

Ｃ Ｎ 七 五 ―

二 五 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

Ｃ Ｎ 七 五 ―

二 五 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

地 階 を 除 く

階 数 が 三 で

あ る 建 築 物

の 一 階 Ｂ Ｎ 七 五 ―

一 八 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル

当 た り 二 二

〇 〇 ニ ュ ー

ト ン

地 階 を 除

く 階 数 が

三 で あ る

建 築 物 の

一 階

Ｂ Ｎ 七 五 ―

一 八 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト

ル 当 た り

二 二 〇 キ

ロ グ ラ ム

Ｃ Ｎ 七 五 ―

五 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

Ｃ Ｎ 七 五 ―

五 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

端 根
太 又

は 側
根 太

と 土
台 又

は 頭
つ き

そ の 他 の 階

Ｂ Ｎ 七 五 ―

三 六 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル

当 た り 一 一

〇 〇 ニ ュ ー

ト ン

端 根 太

又 は 側

根 太 と

土 台 又

は 頭 つ

き そ の 他 の

階

Ｂ Ｎ 七 五 ―

三 六 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト

ル 当 た り

一 一 〇 キ

ロ グ ラ ム

Ｃ Ｎ 五 〇 ―

一 五 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

Ｃ Ｎ 五 〇 ―

一 五 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

床 材 の 外 周

部 分

Ｂ Ｎ 五 〇 ―

一 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル

当 た り 二 八

〇 〇 ニ ュ ー

ト ン

床 材 の 外

周 部 分

Ｂ Ｎ 五 〇 ―

一 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト

ル 当 た り

二 八 〇 キ

ロ グ ラ ム

Ｃ Ｎ 五 〇 ―

二 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

Ｃ Ｎ 五 〇 ―

二 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

床 の
枠 組

と 床
材

そ の 他 の 部

分

Ｂ Ｎ 五 〇 ―

一 五 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル

当 た り 二 一

〇 〇 ニ ュ ー

ト ン

床 の 枠

組 と 床

材

そ の 他 の

部 分

Ｂ Ｎ 五 〇 ―

一 五 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト

ル 当 た り

二 一 〇 キ

ロ グ ラ ム

こ の 表 の く ぎ の 種 類 の 欄 に 掲 げ る 記 号 は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 五 五 〇 八 （ く ぎ ） ―

一 九 九 二 に 規 定 す る 規 格 を 表 す も の と す る 。 以 下 第 五 の 第 十 四 号 及 び 第 七 の 第 九

号 の 表 に お い て 同 様 と す る 。

こ の 表 の く ぎ の 種 類 の 欄 に 掲 げ る 記 号 は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 五 五 〇 八 （ く ぎ ） ―

一 九 九 二 に 規 定 す る 規 格 を 表 す も の と す る 。 以 下 第 五 の 第 十 四 号 及 び 第 七 の 第 九

号 の 表 に お い て 同 様 と す る 。
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八 　 二 階 以 上 の 床 を 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 又 は 無 筋 コ ン ク リ ー ト 造 と す る 場 合 に

お い て 、 令 第 八 十 二 条 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 定 め る 構 造 計 算 及 び 建 築 物 等

の 地 上 部 分 に つ い て 行 う 令 第 八 十 二 条 の 三 第 二 号 に 定 め る 構 造 計 算 に よ り 、

構 造 耐 力 上 安 全 で あ る こ と を 確 か め ら れ た も の に つ い て は 、 前 各 号 の 規 定

は 、 適 用 し な い 。

九 　 一 階 の 床 を 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 又 は 無 筋 コ ン ク リ ー ト 造 と す る 場 合 に お い

て 、 令 第 八 十 二 条 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 定 め る 構 造 計 算 に よ り 、 構 造 耐 力

上 安 全 で あ る こ と を 確 か め ら れ た も の に つ い て は 、 前 各 号 の 規 定 は 、 適 用 し

な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 各 号 中 「 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 」 と あ る の

は 、 「 床 版 」 と 読 み 替 え て 計 算 を 行 う も の と す る 。

十 　 次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 当 該 床 に 常 時 作 用 し て い る 荷 重 （ 固 定 荷 重 と 積

載 荷 重 （ 令 第 八 十 六 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ っ て 特 定 行 政 庁 が 指 定 す る

多 雪 区 域 に お い て は 、 更 に 積 雪 荷 重 を 加 え た も の と す る 。 ） ） に よ っ て 生 ず

る 応 力 度 が 、 当 該 床 の 各 断 面 の 長 期 に 生 ず る 力 に 対 す る 許 容 応 力 度 を 超 え な

い こ と を 確 か め ら れ た も の に つ い て は 、 前 各 号 の 規 定 は 適 用 し な い 。

イ 　 大 引 き 及 び 床 つ か を 用 い る 場 合

ロ 　 床 ば り 又 は 床 ト ラ ス を 用 い る 場 合

ハ 　 床 を 法 第 三 十 七 条 第 二 号 の 認 定 を 受 け た 木 質 断 熱 複 合 パ ネ ル と す る 場 合

ニ 　 床 根 太 、 端 根 太 又 は 側 根 太 を 法 第 三 十 七 条 に 規 定 す る 木 質 接 着 成 形 軸 材

料 又 は 木 質 複 合 軸 材 料 と す る 場 合

ホ 　 床 根 太 を 薄 板 軽 量 形 鋼 と す る 場 合

八 　 大 引 き 及 び 床 つ か を 用 い る 場 合 、 床 ば り を 用 い る 場 合 、 布 基 礎 を 鉄 筋 コ ン

ク リ ー ト 造 と す る 場 合 又 は 床 を 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 若 し く は 無 筋 コ ン ク リ ー

ト 造 と す る 場 合 に お い て 、 前 各 号 に 規 定 す る も の と 同 等 以 上 の 効 力 を 有 す る

方 法 に よ っ て 床 を 構 成 す る も の に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

第 五 　 耐 力 壁 等

一 　 耐 力 壁 は 、 建 築 物 に 作 用 す る 水 平 力 及 び 鉛 直 力 に 対 し て 安 全 で あ る よ う

に 、 つ り あ い よ く 配 置 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 耐 力 壁 と 併 せ て 鉛 直 力

第 五 　 耐 力 壁 等

一 　 耐 力 壁 は 、 建 築 物 に 作 用 す る 水 平 力 及 び 鉛 直 力 に 対 し て 安 全 で あ る よ う

に 、 つ り あ い よ く 配 置 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 実 験 又 は 計 算 に よ っ て
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を 負 担 す る 柱 を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 昭 和 六 十 二 年 建 設 省 告 示 第 千 八 百 九

十 九 号 に 定 め る 構 造 計 算 に よ っ て 構 造 耐 力 上 安 全 で あ る こ と を 確 か め な け れ

ば な ら な い 。

二 　 二 階 部 分 又 は 三 階 部 分 に 耐 力 壁 を 設 け ず に 当 該 部 分 を 小 屋 と す る 場 合 に お

い て は 、 当 該 部 分 の 小 屋 の 荷 重 は 原 則 と し て そ れ ぞ れ 一 階 又 は 二 階 の 構 造 耐

力 上 主 要 な 部 分 が 直 接 負 担 す る 構 造 と し な け れ ば な ら な い 。

三 　 耐 力 壁 の 下 枠 、 た て 枠 及 び 上 枠 の 寸 法 は 、 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規

定 す る 寸 法 型 式 二 〇 四 、 二 〇 六 、 二 〇 八 、 四 〇 四 、 四 〇 六 又 は 四 〇 八 に 適 合

す る も の 又 は こ れ ら 以 上 の も の と し な け れ ば な ら な い 。

四 　 各 階 の 張 り 間 方 向 及 び け た 行 方 向 に 配 置 す る 耐 力 壁 は 、 そ れ ぞ れ の 方 向 に

つ き 、 耐 力 壁 の た て 枠 相 互 の 間 隔 が 五 十 セ ン チ メ ー ト ル を 超 え る 場 合 に お い

て は 次 の 表 一 の 、 当 該 間 隔 が 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 の 場 合 に お い て は 次 の

表 一 ― 二 の 耐 力 壁 の 種 類 （ く ぎ 又 は ね じ の 種 類 及 び く ぎ 又 は ね じ の 本 数 又 は

間 隔 の 欄 に 掲 げ る も の で 止 め つ け た も の に 限 る 。 ） の 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ

て 当 該 耐 力 壁 の 長 さ に 同 表 の 倍 率 の 欄 に 掲 げ る 数 値 を 乗 じ て 得 た 長 さ の 合 計

を 、 そ の 階 の 床 面 積 （ そ の 階 又 は 上 の 階 の 小 屋 裏 、 天 井 そ の 他 こ れ ら に 類 す

る 部 分 に 物 置 等 を 設 け る 場 合 に あ っ て は 、 平 成 十 二 年 建 設 省 告 示 第 千 三 百 五

十 一 号 に 定 め る 面 積 を そ の 階 の 床 面 積 に 加 え た 面 積 ） に 次 の 表 二 に 掲 げ る 数

値 （ 特 定 行 政 庁 が 令 八 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ っ て 指 定 し た 区 域 内 に お け る

場 合 に お い て は 、 次 の 表 に 掲 げ る 数 値 の そ れ ぞ れ 一 ・ 五 倍 と し た 数 値 ） を 乗

じ て 得 た 数 値 以 上 で 、 か つ 、 そ の 階 （ そ の 階 よ り 上 の 階 が あ る 場 合 に お い て

は 、 当 該 上 の 階 を 含 む ） の 見 付 面 積 （ 張 り 間 方 向 又 は け た 行 方 向 の 鉛 直 投 影

面 積 を い う 。 以 下 同 じ ） か ら そ の 階 の 床 面 か ら 高 さ が 一 ・ 三 五 メ ー ト ル 以 下

構 造 耐 力 上 安 全 で あ る こ と が 確 か め ら れ た 場 合 に お い て は 、 鉛 直 力 を 負 担 す

る 柱 を 設 け る こ と が で き る 。

二 　 二 階 部 分 又 は 三 階 部 分 に 耐 力 壁 を 設 け ず に 当 該 部 分 を 小 屋 と す る 場 合 に お

い て は 、 当 該 部 分 の 小 屋 の 荷 重 は 原 則 と し て そ れ ぞ れ 一 階 又 は 二 階 の 構 造 耐

力 上 主 要 な 部 分 が 直 接 負 担 す る 構 造 と し な け れ ば な ら な い 。

三 　 耐 力 壁 の 下 枠 、 た て 枠 及 び 上 枠 の 寸 法 は 、 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規

定 す る 寸 法 型 式 二 〇 四 、 二 〇 六 、 二 〇 八 、 四 〇 四 、 四 〇 六 又 は 四 〇 八 に 適 合

す る も の と し な け れ ば な ら な い 。

四 　 各 階 の 張 り 間 方 向 及 び け た 行 方 向 に 配 置 す る 耐 力 壁 は 、 そ れ ぞ れ の 方 向 に

つ き 、 耐 力 壁 の た て 枠 相 互 の 間 隔 が 五 十 セ ン チ メ ー ト ル を 超 え る 場 合 に お い

て は 次 の 表 一 の 、 当 該 間 隔 が 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 の 場 合 に お い て は 次 の

表 一 ― 二 の 耐 力 壁 の 種 類 の 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ て 当 該 耐 力 壁 の 長 さ に 同 表

の 倍 率 の 欄 に 掲 げ る 数 値 を 乗 じ て 得 た 長 さ の 合 計 を 、 そ の 階 の 床 面 積 に 次 の

表 二 に 掲 げ る 数 値 （ 特 定 行 政 庁 が 令 八 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ っ て 指 定 し た

区 域 内 に お け る 場 合 に お い て は 、 次 の 表 に 掲 げ る 数 値 の そ れ ぞ れ 一 ・ 五 倍 と

し た 数 値 ） を 乗 じ て 得 た 数 値 以 上 で 、 か つ 、 そ の 階 （ そ の 階 よ り 上 の 階 が あ

る 場 合 に お い て は 、 当 該 上 の 階 を 含 む ） の 見 付 面 積 （ 張 り 間 方 向 又 は け た 行

方 向 の 鉛 直 投 影 面 積 を い う 。 以 下 同 じ ） か ら そ の 階 の 床 面 か ら 高 さ が 一 ・ 三

五 メ ー ト ル 以 下 の 部 分 の 見 付 面 積 を 減 じ た も の に 次 の 表 三 に 掲 げ る 数 値 を 乗

じ て 得 た 数 値 以 上 と し な け れ ば な ら な い 。
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の 部 分 の 見 付 面 積 を 減 じ た も の に 次 の 表 三 に 掲 げ る 数 値 を 乗 じ て 得 た 数 値 以

上 と し な け れ ば な ら な い 。

表 一 表 一

壁 の 枠 組 と 壁 材 と の 緊

結 の 方 法

耐 力 壁 の 種 類

く ぎ 又 は ね

じ の 種 類

く ぎ 又 は

ね じ の 本

数 又 は 間

隔

倍 率

耐 力 壁 の 種 類 倍 率

厚 さ 七 ・ 五 ミ リ メ ー ト ル

以 上 の 構 造 用 合 板 規 格 一

級 の 構 造 用 合 板 、 厚 さ 九

ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 構 造

用 合 板 規 格 二 級 の 構 造 用

合 板 、 厚 さ 七 ミ リ メ ー ト

ル 以 上 の ハ ー ド ボ ー ド 、

厚 さ 一 二 ミ リ メ ー ト ル 以

上 の パ ー テ ィ ク ル ボ ー ド

又 は 構 造 用 パ ネ ル を 片 側

全 面 に 打 ち 付 け た 耐 力 壁

Ｃ Ｎ 五 〇

壁 材 の 外

周 部 分 は

一 〇 セ ン

チ メ ー ト

ル 以 下 、

そ の 他 の

部 分 は 二

〇 セ ン チ

メ ー ト ル

以 下

三

厚 さ 七 ・ 五 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 構 造 用 合 板 規 格 一 級

の 構 造 用 合 板 、 厚 さ 九 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 構 造 用 合

板 規 格 二 級 の 構 造 用 合 板 、 厚 さ 七 ミ リ メ ー ト ル 以 上

の ハ ー ド ボ ー ド 、 厚 さ 一 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の パ ー

テ ィ ク ル ボ ー ド 又 は 構 造 用 パ ネ ル を 片 側 全 面 に 打 ち

付 け た 耐 力 壁

三
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Ｂ Ｎ 五 〇

壁 材 の 外

周 部 分 は

七 ・ 五 セ

ン チ メ ー

ト ル 以

下 、 そ の

他 の 部 分

は 一 五 セ

ン チ メ ー

ト ル 以 下

厚 さ 七 ・ 五 ミ リ メ ー ト ル

以 上 九 ミ リ メ ー ト ル 未 満

の 構 造 用 合 板 規 格 二 級 の

構 造 用 合 板 又 は 厚 さ 五 ミ

リ メ ー ト ル 以 上 七 ミ リ メ

ー ト ル 未 満 の ハ ー ド ボ ー

ド を 片 側 全 面 に 打 ち 付 け

た 耐 力 壁

に 掲 げ る

く ぎ の 種 類

に 掲 げ

る く ぎ の

間 隔

二 ・ 五

厚 さ 七 ・ 五 ミ リ メ ー ト ル 以 上 九 ミ リ メ ー ト ル 未 満 の

構 造 用 合 板 規 格 二 級 の 構 造 用 合 板 又 は 厚 さ 五 ミ リ メ

ー ト ル 以 上 七 ミ リ メ ー ト ル 未 満 の ハ ー ド ボ ー ド を 片

側 全 面 に 打 ち 付 け た 耐 力 壁

二 ・ 五

厚 さ 六 ミ リ メ ー ト ル 以 上

の フ レ キ シ ブ ル 板 、 厚 さ

一 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の

石 綿 パ ー ラ イ ト 板 又 は 厚

さ 八 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の

石 綿 け い 酸 カ ル シ ウ ム 板

を 片 側 全 面 に 打 ち 付 け た

耐 力 壁

Ｇ Ｎ Ｆ 四 〇

Ｓ Ｆ Ｎ 四 五

壁 材 の 外

周 部 分 は

一 五 セ ン

チ メ ー ト

ル 以 下 、

そ の 他 の

部 分 は 三

〇 セ ン チ

メ ー ト ル

以 下

一 ・ 五

厚 さ 六 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の フ レ キ シ ブ ル 板 、 厚 さ 一

二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 石 綿 パ ー ラ イ ト 板 又 は 厚 さ 八

ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 石 綿 け い 酸 カ ル シ ウ ム 板 を 片 側

全 面 に 打 ち 付 け た 耐 力 壁

一 ・ 五
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厚 さ 一 二 ミ リ メ ー ト ル 以

上 の せ っ こ う ボ ー ド 又 は

厚 さ 一 二 ミ リ メ ー ト ル 以

上 の シ ー ジ ン グ ボ ー ド を

片 側 全 面 に 打 ち 付 け た 耐

力 壁

せ っ こ う ボ

ー ド に あ っ

て は
Ｇ Ｎ Ｆ 四 〇

Ｓ Ｆ Ｎ 四 五

Ｗ Ｓ Ｎ

Ｄ Ｔ Ｓ Ｎ

シ ー ジ ン グ

ボ ー ド に あ

っ て は 、

Ｓ Ｎ 四 ○

壁 材 の 外

周 部 分 は

十 セ ン チ

メ ー ト ル

以 下 、 そ

の 他 の 部

分 は 二 十

セ ン チ メ

ー ト ル 以

下

一

厚 さ 一 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の せ っ こ う ボ ー ド 又 は 厚

さ 一 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の シ ー ジ ン グ ボ ー ド を 片 側

全 面 に 打 ち 付 け た 耐 力 壁

一

国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受

け た も の

国 土 交 通 大

臣 が 認 め る

く ぎ の 種 類

国 土 交 通

大 臣 が 認

め る く ぎ

の 本 数 又

は 間 隔

○ ・ 五 か ら 五 ま で の

範 囲 内 に お い て 国 土

交 通 大 臣 が 定 め る 数

値

か ら ま で に 掲 げ る 壁 材 以 外 の も の を 片 側 全 面 に

打 ち 付 け た 耐 力 壁 で 、 建 設 大 臣 が か ら ま で に 掲

げ る 耐 力 壁 と 同 等 以 上 の 倍 率 を 有 す る と 認 め る も の 当 該 倍 率

か ら ま で に 掲 げ る 壁

材 を 両 側 全 面 に 打 ち 付 け

た 耐 力 壁

か ら ま

で の そ れ ぞ

れ に 掲 げ る

く ぎ の 種 類

か ら

ま で の そ

れ ぞ れ に

掲 げ る く

ぎ の 本 数

又 は 間 隔

か ら ま で の そ れ

ぞ れ の 数 値 と か ら

ま で の そ れ ぞ れ の

数 値 と の 和 （ 五 を 超

え る と き は 、 五 ）

か ら ま で に 掲 げ る 壁 材 を 両 側 全 面 に 打 ち 付 け た

耐 力 壁

か ら ま で の そ

れ ぞ れ の 数 値 と

か ら ま で の そ れ

ぞ れ の 数 値 と の 和

（ 五 を 超 え る と き

は 、 五 ）
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Ｃ Ｎ 五 〇

下 枠 、 た

て 枠 及 び

上 枠

二 本

厚 さ 一 八 ミ リ メ ー ト ル 以

上 、 幅 八 九 ミ リ メ ー ト ル

以 上 の 筋 か い を 入 れ た 耐

力 壁

Ｂ Ｎ 五 〇

下 枠 、 た

て 枠 及 び

上 枠 　 三

本

〇 ・ 五

厚 さ 一 八 ミ リ メ ー ト ル 以 上 、 幅 八 九 ミ リ メ ー ト ル 以

上 の 筋 か い を 入 れ た 耐 力 壁

〇 ・ 五

か ら ま で に 掲 げ る 耐

力 壁 と に 掲 げ る 筋 か い

と を 併 用 し た 耐 力 壁

か ら ま

で の そ れ ぞ

れ に 掲 げ る

く ぎ の 種 類

か ら

ま で の そ

れ ぞ れ に

掲 げ る く

ぎ の 本 数

又 は 間 隔

か ら ま で の そ れ

ぞ れ の 数 値 と の 数

値 と の 和 （ 五 を 超 え

る と き は 、 五 ）

か ら ま で に 掲 げ る 耐 力 壁 と に 掲 げ る 筋 か い と

を 併 用 し た 耐 力 壁

か ら ま で の そ

れ ぞ れ の 数 値 と

の 数 値 と の 和 （ 五

を 超 え る と き は 、

五 ）

表 一 ― 二 表 一 ― 二

耐 力 壁 の 種 類

く ぎ 又 は ね

じ の 種 類

く ぎ 又 は

ね じ の 本

数 又 は 間

隔

倍 率 耐 力 壁 の 種 類 倍 率

厚 さ 九 ミ リ メ ー ト ル 以 上

の 構 造 用 合 板 規 格 一 級 の

構 造 用 合 板 を 片 側 全 面 に

打 ち 付 け た 耐 力 壁 Ｃ Ｎ 五 〇

壁 材 の 外

周 部 分 は

一 〇 セ ン

チ メ ー ト

ル 以 下 、

そ の 他 の

部 分 は 二

〇 セ ン チ

メ ー ト ル

以 下

三 ・ 五

厚 さ 九 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 構 造 用 合 板 規 格 一 級 の

構 造 用 合 板 を 片 側 全 面 に 打 ち 付 け た 耐 力 壁

三 ・ 五
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Ｂ Ｎ 五 〇

壁 材 の 外

周 部 分 は

七 ・ 五 セ

ン チ メ ー

ト ル 以

下 、 そ の

他 の 部 分

は 一 五 セ

ン チ メ ー

ト ル 以 下

厚 さ 七 ・ 五 ミ リ メ ー ト ル

以 上 九 ミ リ メ ー ト ル 未 満

の 構 造 用 合 板 規 格 一 級 の

構 造 用 合 板 、 厚 さ 七 ミ リ

メ ー ト ル 以 上 の 構 造 用 合

板 規 格 二 級 の 構 造 用 合

板 、 厚 さ 九 ミ リ メ ー ト ル

以 上 の ハ ー ド ボ ー ド 、 厚

さ 一 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上

の パ ー テ ィ ク ル ボ ー ド 又

は パ ネ ル を 片 側 全 面 に 打

ち 付 け た 耐 力 壁

に 掲 げ る

く ぎ の 種 類

に 掲 げ

る く ぎ の

間 隔

三

厚 さ 七 ・ 五 ミ リ メ ー ト ル 以 上 九 ミ リ メ ー ト ル 未 満

の 構 造 用 合 板 規 格 一 級 の 構 造 用 合 板 、 厚 さ 七 ミ リ

メ ー ト ル 以 上 の 構 造 用 合 板 規 格 二 級 の 構 造 用 合

板 、 厚 さ 九 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の ハ ー ド ボ ー ド 、 厚

さ 一 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の パ ー テ ィ ク ル ボ ー ド 又

は パ ネ ル を 片 側 全 面 に 打 ち 付 け た 耐 力 壁

三
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厚 さ 七 ・ 五 ミ リ メ ー ト ル

以 上 九 ミ リ メ ー ト ル 未 満

の 構 造 用 合 板 規 格 二 級 の

構 造 用 合 板 、 厚 さ 五 ミ リ

メ ー ト ル 以 上 七 ミ リ メ ー

ト ル 未 満 の ハ ー ド ボ ー ド

又 は 厚 さ 一 二 ミ リ メ ー ト

ル 以 上 の 硬 質 木 片 セ メ ン

ト 板 を 片 側 全 面 に 打 ち 付

け た 耐 力 壁

に 掲 げ る

く ぎ の 種 類

に 掲 げ

る く ぎ の

間 隔

二 ・ 五

厚 さ 七 ・ 五 ミ リ メ ー ト ル 以 上 九 ミ リ メ ー ト ル 未 満

の 構 造 用 合 板 規 格 二 級 の 構 造 用 合 板 、 厚 さ 五 ミ リ

メ ー ト ル 以 上 七 ミ リ メ ー ト ル 未 満 の ハ ー ド ボ ー ド

又 は 厚 さ 一 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 硬 質 木 片 セ メ ン

ト 板 を 片 側 全 面 に 打 ち 付 け た 耐 力 壁

二 ・ 五

厚 さ 六 ミ リ メ ー ト ル 以 上

の フ レ キ シ ブ ル 板 、 厚 さ

一 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の

石 綿 パ ー ラ イ ト 板 、 厚 さ

八 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の パ

ル プ セ メ ン ト 板 、 厚 さ 八

ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 石 綿

け い 酸 カ ル シ ウ ム 板 又 は

厚 さ 一 二 ミ リ メ ー ト ル 以

上 の 炭 酸 マ グ ネ シ ウ ム 板

を 片 側 全 面 に 打 ち 付 け た

耐 力 壁

Ｇ Ｎ Ｆ 四 〇

Ｓ Ｆ Ｎ 四 五

壁 材 の 外

周 部 分 は

一 五 セ ン

チ メ ー ト

ル 以 下 、

そ の 他 の

部 分 は 三

〇 セ ン チ

メ ー ト ル

以 下

二

厚 さ 六 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の フ レ キ シ ブ ル 板 、 厚 さ

一 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 石 綿 パ ー ラ イ ト 板 、 厚 さ

八 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の パ ル プ セ メ ン ト 板 、 厚 さ 八

ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 石 綿 け い 酸 カ ル シ ウ ム 板 又 は

厚 さ 一 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 炭 酸 マ グ ネ シ ウ ム 板

を 片 側 全 面 に 打 ち 付 け た 耐 力 壁

二
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厚 さ 一 二 ミ リ メ ー ト ル 以

上 の せ っ こ う ボ ー ド を 片

面 全 面 に 打 ち 付 け た 耐 力

壁 又 は 厚 さ 一 三 ミ リ メ ー

ト ル 以 上 、 幅 二 一 セ ン チ

メ ー ト ル 以 上 の 製 材 を 片

面 全 面 に 斜 め に 打 ち 付 け

た 耐 力 壁

せ っ こ う ボ

ー ド に あ っ

て は
Ｇ Ｎ Ｆ 四 〇

Ｓ Ｆ Ｎ 四 五

Ｗ Ｓ Ｎ

Ｄ Ｔ Ｓ Ｎ

シ ー ジ ン グ

ボ ー ド に あ

っ て は 、

Ｓ Ｎ 四 ○

壁 材 の 外

周 部 分 は

十 セ ン チ

メ ー ト ル

以 下 、 そ

の 他 の 部

分 は 二 十

セ ン チ メ

ー ト ル 以

下

一 ・ 五

厚 さ 一 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の せ っ こ う ボ ー ド を 片

面 全 面 に 打 ち 付 け た 耐 力 壁 又 は 厚 さ 一 三 ミ リ メ ー

ト ル 以 上 、 幅 二 一 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の 製 材 を 片

面 全 面 に 斜 め に 打 ち 付 け た 耐 力 壁

一 ・ 五

厚 さ 一 二 ミ リ メ ー ト ル 以

上 の シ ー ジ ン グ ボ ー ド 又

は ラ ス シ ー ト （ 角 波 亜 鉛

鉄 板 は 厚 さ 〇 ・ 四 ミ リ メ

ー ト ル 以 上 、 メ タ ル ラ ス

は 厚 さ 〇 ・ 六 ミ リ メ ー ト

ル 以 上 の も の に 限 る 。 ）

を 片 側 全 面 に 打 ち 付 け た

耐 力 壁

に 掲 げ る

く ぎ の 種 類

に 掲 げ

る く ぎ の

間 隔

一

厚 さ 一 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の シ ー ジ ン グ ボ ー ド 又

は ラ ス シ ー ト （ 角 波 亜 鉛 鉄 板 は 厚 さ 〇 ・ 四 ミ リ メ

ー ト ル 以 上 、 メ タ ル ラ ス は 厚 さ 〇 ・ 六 ミ リ メ ー ト

ル 以 上 の も の に 限 る 。 ） を 片 側 全 面 に 打 ち 付 け た

耐 力 壁 一

Ｃ Ｎ 五 〇

下 枠 、 た

て 枠 及 び

上 枠

二 本

厚 さ 一 三 ミ リ メ ー ト ル 以

上 、 幅 二 一 セ ン チ メ ー ト

ル 以 上 の 製 材 を 片 側 全 面

に 横 に 打 ち 付 け た 耐 力 壁

Ｂ Ｎ 五 〇

下 枠 、 た

て 枠 及 び

上 枠 　 三

本

〇 ・ 五

厚 さ 一 三 ミ リ メ ー ト ル 以 上 、 幅 二 一 セ ン チ メ ー ト

ル 以 上 の 製 材 を 片 側 全 面 に 横 に 打 ち 付 け た 耐 力 壁

〇 ・ 五
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国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受

け た も の

国 土 交 通 大

臣 が 認 め る

く ぎ の 種 類

国 土 交 通

大 臣 が 認

め る く ぎ

の 本 数 又

は 間 隔

○ ・ 五 か ら 五 ま で の

範 囲 内 に お い て 国 土

交 通 大 臣 が 定 め る 数

値

か ら ま で に 掲 げ る 壁 材 以 外 の も の を 片 側 全 面 に

打 ち 付 け た 耐 力 壁 で 、 建 設 大 臣 が か ら ま で に 掲

げ る 耐 力 壁 と 同 等 以 上 の 倍 率 を 有 す る と 認 め る も

の

当 該 倍 率

か ら ま で に 掲 げ る 壁

材 以 外 の も の を 両 側 全 面

に 打 ち 付 け た 耐 力 壁

か ら ま

で の そ れ ぞ

れ に 掲 げ る

く ぎ の 種 類

か ら

ま で の そ

れ ぞ れ に

掲 げ る く

ぎ の 本 数

又 は 間 隔

か ら ま で の そ れ

ぞ れ の 数 値 と か ら

ま で の そ れ ぞ れ の

数 値 と の 和 （ 五 を 超

え る と き は 、 五 ）

か ら ま で に 掲 げ る 壁 材 以 外 の も の を 両 側 全 面 に

打 ち 付 け た 耐 力 壁

か ら ま で の そ れ

ぞ れ の 数 値 と か ら

ま で の そ れ ぞ れ の

数 値 と の 和 （ 五 を 超

え る と き は 、 五 ）

厚 さ 一 八 ミ リ メ ー ト ル 以

上 、 幅 八 九 ミ リ メ ー ト ル

以 上 の 筋 か い と を 併 用 し

た 耐 力 壁

に 掲 げ る

く ぎ の 種 類

に 掲 げ

る く ぎ の

間 隔

〇 ・ 五 厚 さ 一 八 ミ リ メ ー ト ル 以 上 、 幅 八 九 ミ リ メ ー ト ル

以 上 の 筋 か い と を 併 用 し た 耐 力 壁

〇 ・ 五

か ら ま で に 掲 げ る 耐

力 壁 と に 掲 げ る す じ 交

い と を 併 用 し た 耐 力 壁 か ら ま

で の そ れ ぞ

れ に 掲 げ る

く ぎ の 種 類

か ら

ま で の そ

れ ぞ れ に

掲 げ る く

ぎ の 本 数

又 は 間 隔

か ら ま で の そ れ

ぞ れ の 数 値 と の 数

値 と の 和 （ 五 を 超 え

る と き は 、 五 ）

か ら ま で に 掲 げ る 耐 力 壁 と に 掲 げ る す じ 交

い と を 併 用 し た 耐 力 壁

か ら ま で の そ れ

ぞ れ の 数 値 と の 数

値 と の 和 （ 五 を 超 え

る と き は 、 五 ）
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こ の 表 に お い て 、 Ｓ Ｆ Ｎ 四 五 、 Ｃ Ｎ 五 〇 、 Ｂ Ｎ 五 〇 、 Ｇ Ｎ Ｆ 四 〇 及 び Ｓ Ｎ 四 〇

は 、 そ れ ぞ れ 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 五 五 〇 八 （ く ぎ ） ― 一 九 九 二 に 規 定 す る Ｓ Ｆ Ｎ 四

五 、 Ｃ Ｎ 五 〇 、 Ｂ Ｎ 五 〇 、 Ｇ Ｎ Ｆ 四 〇 及 び Ｓ Ｎ 四 〇 を 、 Ｗ Ｓ Ｎ は 、 日 本 工 業 規 格

Ｂ 一 一 一 二 （ 十 字 穴 付 き 木 ね じ ） ― 一 九 九 五 に 適 合 す る 十 字 穴 つ き 木 ね じ で あ っ

て 、 呼 び 径 及 び 長 さ が 、 そ れ ぞ れ 、 三 ・ 八 ミ リ メ ー ト ル 及 び 三 二 ミ リ メ ー ト ル 以

上 の も の を 、 Ｄ Ｔ Ｓ Ｎ は 、 日 本 工 業 規 格 Ｂ 一 一 二 五 （ ド リ リ ン グ タ ッ ピ ン ね じ ）

― 一 九 九 五 に 適 合 す る ド リ リ ン グ タ ッ ピ ン ね じ で あ っ て 、 頭 部 の 形 状 に よ る 種

類 、 呼 び 径 及 び 長 さ が 、 そ れ ぞ れ 、 ト ラ ン ペ ッ ト 、 四 ・ 二 ミ リ メ ー ト ル 及 び 三 〇

ミ リ メ ー ト ル 以 上 の も の を 表 す も の と す る 。

表 二 表 二

階 の 床 面 積 に 乗 ず る 数 値 （ 単 位 　 一 平 方 メ ー ト ル に つ き セ ン チ メ ー

ト ル ）

階 の 床 面 積 に 乗 ず る 数 値 （ 単 位 　 一 平 方 メ ー ト ル に つ き セ ン チ メ ー

ト ル ）

建 築 物

地 階 を 除

く 階 数 が

一 で あ る

建 築 物

（ 以 下

「 平 屋 建

て の 建 築

物 」 と い

う 。 ）

地 階 を 除 く

階 数 が 二 で

あ る 建 築 物

（ 以 下 「 二

階 建 て の 建

築 物 」 と い

う 。 ）

地 階 を 除 く 階 数 が

三 で あ る 建 築 物

で 、 三 階 部 分 に 耐

力 壁 を 設 け ず 当 該

部 分 を 小 屋 と し 、

か つ 、 三 階 の 床 面

積 が 二 階 の 床 面 積

の 二 分 の 一 以 下 の

建 築 物 （ 以 下 「 小

屋 裏 利 用 の 三 階 建

て の 建 築 物 」 と い

う 。 ）

地 階 を 除 く 階 数 が 三

で あ る 建 築 物 （ 以 下

「 三 階 建 て の 建 築

物 」 と い う 。 ） で 、

上 欄 に 掲 げ る 建 築 物

以 外 の も の

建 築 物

地 階 を 除

く 階 数 が

一 で あ る

建 築 物

（ 以 下

「 平 屋 建

て の 建 築

物 」 と い

う 。 ）

地 階 を 除 く

階 数 が 二 で

あ る 建 築 物

（ 以 下 「 二

階 建 て の 建

築 物 」 と い

う 。 ）

地 階 を 除 く 階 数 が

三 で あ る 建 築 物

で 、 三 階 部 分 に 耐

力 壁 を 設 け ず 当 該

部 分 を 小 屋 と し 、

か つ 、 三 階 の 床 面

積 が 二 階 の 床 面 積

の 二 分 の 一 以 下 の

建 築 物 （ 以 下 「 小

屋 裏 利 用 の 三 階 建

て の 建 築 物 」 と い

う 。 ）

地 階 を 除 く 階 数 が

三 で あ る 建 築 物

（ 以 下 「 三 階 建 て

の 建 築 物 」 と い

う 。 ） で 、 上 欄 に

掲 げ る 建 築 物 以 外

の も の
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一
階

二
階

一 階 二 階 一 階 二
階

三 階 一
階

二
階

一 階 二 階 一 階 二
階

三
階

屋 根 を 金

属 板 、 石

板 、 石 綿

ス レ ー

ト 、 木 版

そ の 他 こ

れ ら に 類

す る 軽 い

材 料 で ふ

い た も の

一 一 二 九 一 五 三 八 二 五 四 六 三 四 一 八

屋 根 を 金

属 板 、 石

板 、 石 綿

ス レ ー

ト 、 木 版

そ の 他 こ

れ ら に 類

す る 軽 い

材 料 で ふ

い た も の

一 一 二 九 一 五 三 八 二 五 四 六 三 四 一 八

多 雪 区 域

（ 令 八 十 六

条 第 二 項 た

だ し 書 の 規

定 に よ っ て

特 定 行 政 庁

が 指 定 す る

多 雪 区 域 を

い う 。 以 下

同 じ ） 以 外

の 区 域 に お

け る 建 築 物

屋 根 を そ

の 他 の 材

料 で ふ い

た も の

一 五 三 三 二 一 四 二 三 〇 五 〇 三 九 二 四

多 雪 区 域

（ 令 八 十 六

条 第 二 項 た

だ し 書 の 規

定 に よ っ て

特 定 行 政 庁

が 指 定 す る

多 雪 区 域 を

い う 。 以 下

同 じ ） 以 外

の 区 域 に お

け る 建 築 物

屋 根 を そ

の 他 の 材

料 で ふ い

た も の

一 五 三 三 二 一 四 二 三 〇 五 〇 三 九 二 四

多 雪 区 域 に

お け る 建 築

物

垂 直 最 深

積 雪 量 が

一 メ ー ト

ル の 区 域

に お け る

も の

二 五 四 三 三 三 五 二 四 二 六 〇 五 一 三 五

多 雪 区 域 に

お け る 建 築

物

垂 直 最 深

積 雪 量 が

一 メ ー ト

ル の 区 域

に お け る

も の

二 五 四 三 三 三 五 二 四 二 六 〇 五 一 三 五
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垂 直 最 深

積 雪 量 が

一 メ ー ト

ル を 超 え

二 メ ー ト

ル 未 満 の

区 域 に お

け る も の 二
五
と
三
九
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値 四
三
と
五
七
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値 三
三
と
五
一
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値 五
二
と
六
六
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値 四
二
と
六
〇
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値 六
〇
と
七
四
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値 五
一
と
六
八
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値 三
五
と
五
五
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値

垂 直 最 深

積 雪 量 が

一 メ ー ト

ル を 超 え

二 メ ー ト

ル 未 満 の

区 域 に お

け る も の 二
五
と
三
九
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値 四
三
と
五
七
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値 三
三
と
五
一
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値 五
二
と
六
六
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値 四
二
と
六
〇
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値 六
〇
と
七
四
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値 五
一
と
六
八
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値 三
五
と
五
五
と
を
直
線
的
に
補
間
し
た
数

値

垂 直 最 深

積 雪 量 が

二 メ ー ト

ル の 区 域

に お け る

も の 三 九 五 七 五 一 六 六 六 〇 七 四 六 八 五 五

垂 直 最 深

積 雪 量 が

二 メ ー ト

ル の 区 域

に お け る

も の 三 九 五 七 五 一 六 六 六 〇 七 四 六 八 五 五

屋 根 に 雪 止 め が な く 、 か つ 、 そ の 勾 配 が 三 〇 度 を 超 え る 建 築 物 又 は 雪 下 ろ し

を 行 う 慣 習 の あ る 地 方 に お け る 建 築 物 に つ い て は 、 垂 直 最 深 積 雪 量 が そ れ ぞ れ

次 の イ 又 は ロ に 定 め る 数 値 の 区 域 に 存 す る 建 築 物 と 見 な し て こ の 表 の （ 二 ） を

適 用 し た 場 合 に お け る 数 値 と す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 垂 直 最 深

積 雪 量 が 一 メ ー ト ル 未 満 の 区 域 に 存 す る 建 築 物 と み な さ れ る も の に つ い て は 、

平 屋 建 て 建 築 物 に あ っ て は 二 五 と 三 九 と を 、 二 階 建 て の 建 築 物 の 一 階 に あ っ て

は 四 三 と 五 七 と を 、 二 階 建 て の 建 築 物 の 二 階 に あ っ て は 三 三 と 五 一 と を 、 小 屋

裏 利 用 の 三 階 建 て の 建 築 物 の 一 階 に あ っ て は 五 二 と 六 六 と を 、 小 屋 裏 利 用 の 三

階 建 て の 建 築 物 の 二 階 に あ っ て は 四 二 と 六 〇 と を 、 三 階 建 て の 建 築 物 の 一 階 に

あ っ て は 六 〇 と 七 四 と を 、 三 階 建 て の 建 築 物 の 二 階 に あ っ て は 五 一 と 六 八 と

を 、 三 階 建 て の 建 築 物 の 三 階 に あ っ て は 三 五 と 五 五 と を そ れ ぞ れ 直 線 的 に 延 長

し た 数 値 と す る 。

イ 　 令 第 八 十 六 条 第 四 項 に 規 定 す る 積 雪 荷 重 に 乗 ず べ き 数 値 を 垂 直 最 深 積 雪

屋 根 に 雪 止 め が な く 、 か つ 、 そ の 勾 配 が 三 〇 度 を 超 え る 建 築 物 又 は 雪 下 ろ し

を 行 う 慣 習 の あ る 地 方 に お け る 建 築 物 に つ い て は 、 垂 直 最 深 積 雪 量 が そ れ ぞ れ

次 の イ 又 は ロ に 定 め る 数 値 の 区 域 に 存 す る 建 築 物 と 見 な し て こ の 表 の （ 二 ） を

適 用 し た 場 合 に お け る 数 値 と す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 垂 直 最 深

積 雪 量 が 一 メ ー ト ル 未 満 の 区 域 に 存 す る 建 築 物 と み な さ れ る も の に つ い て は 、

平 屋 建 て 建 築 物 に あ っ て は 二 五 と 三 九 と を 、 二 階 建 て の 建 築 物 の 一 階 に あ っ て

は 四 三 と 五 七 と を 、 二 階 建 て の 建 築 物 の 二 階 に あ っ て は 三 三 と 五 一 と を 、 小 屋

裏 利 用 の 三 階 建 て の 建 築 物 の 一 階 に あ っ て は 五 二 と 六 六 と を 、 小 屋 裏 利 用 の 三

階 建 て の 建 築 物 の 二 階 に あ っ て は 四 二 と 六 〇 と を 、 三 階 建 て の 建 築 物 の 一 に あ

っ て は 六 〇 と 七 四 と を 、 三 階 建 て の 建 築 物 の 二 階 に あ っ て は 五 一 と 六 八 と を 、

三 階 建 て の 建 築 物 の 三 階 に あ っ て は 三 五 と 五 五 と を そ れ ぞ れ 直 線 的 に 延 長 し た

数 値 と す る 。

イ 　 令 第 八 十 六 条 第 四 項 に 規 定 す る 積 雪 荷 重 に 乗 ず べ き 数 値 を 垂 直 最 深 積 雪
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表 三 表 三

区 域 見 付 面 積 に 乗 ず る 数 値

（ 単 位 　 一 平 方 メ ー ト ル に

つ き セ ン チ メ ー ト ル ）

区 域 見 付 面 積 に 乗 ず る 数 値

（ 単 位 　 一 平 方 メ ー ト ル に

つ き セ ン チ メ ー ト ル ）

令 第 四 十 六 条 第 四 項 の 表 三 の の 規 定 に

基 づ き 特 定 行 政 庁 が そ の 地 方 に お け る 過

去 の 風 の 記 録 を 考 慮 し て し ば し ば 強 い 風

が 吹 く と 認 め て 規 則 で 指 定 し た 区 域

令 第 四 十 六 条 第 四 項 の 表 三

の の 規 定 に 基 づ き を 五 〇

超 え 、 七 五 以 下 の 範 囲 に お

い て 特 定 行 政 庁 が 地 方

令 第 四 十 六 条 第 四 項 の 表 三 の の 規 定 に

基 づ き 特 定 行 政 庁 が そ の 地 方 に お け る 過

去 の 風 の 記 録 を 考 慮 し て し ば し ば 強 い 風

が 吹 く と 認 め て 規 則 で 指 定 し た 区 域

令 第 四 十 六 条 第 四 項 の 表 三

の の 規 定 に 基 づ き を 五 〇

超 え 、 七 五 以 下 の 範 囲 に お

い て 特 定 行 政 庁 が 地 方

に お け る 風 の 状 況 に 応 じ て

規 則 で 定 め た 数 値

に お け る 風 の 状 況 に 応 じ て

規 則 で 定 め た 数 値

に 掲 げ る 区 域 以 外 の 区 域

五 〇

に 掲 げ る 区 域 以 外 の 区 域

五 〇
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五 　 耐 力 壁 線 相 互 の 距 離 は 十 二 メ ー ト ル 以 下 と し 、 か つ 、 耐 力 壁 に よ り 囲 ま れ

た 部 分 の 水 平 線 投 影 面 積 は 四 十 平 方 メ ー ト ル （ 床 の 枠 組 と 床 材 を 緊 結 す る 部

分 を 構 造 耐 力 上 有 効 に 補 強 し た 場 合 は 六 十 平 方 メ ー ト ル ） 以 下 と し な け れ ば

な ら な い

六 　 外 壁 の 耐 力 線 相 互 の 交 さ 部 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 交 さ 部 」 と い う 。 ） に

は 、 長 さ 九 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の 耐 力 壁 を 一 以 上 設 け な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 交 さ 部 を こ れ と 同 等 以 上 に 構 造 耐 力 上 有 効 に 補 強 し た 場 合 に お い て

、 交 さ 部 に 接 す る 開 口 部 又 は 交 さ 部 か ら の 距 離 が 九 十 セ ン チ メ ー ト ル 未 満 の

開 口 部 で 、 幅 （ 交 さ 部 か ら 開 口 部 ま で の 距 離 を 含 み 、 外 壁 の 双 方 に 開 口 部 を

設 け る 場 合 は 、 そ れ ら の 幅 の 合 計 と す る 。 ） が 四 メ ー ト ル 以 下 の も の を 設 け

る と き は 、 こ の 限 り で は な い 。

七 　 耐 力 壁 の た て 枠 相 互 の 間 隔 は 、 次 の 表 に 掲 げ る 数 値 以 下 （ た て 枠 に 枠 組 壁

工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定 す る 寸 法 型 式 二 〇 六 又 は 四 〇 六 に 適 合 す る も の を

用 い る 耐 力 壁 に つ い て は 、 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 〔 三 階 建 て の 建 築 物 の 三

階 、 二 階 建 て の 建 築 物 の 二 階 又 は 平 屋 建 て の 建 築 物 に つ い て は 、 六 十 五 セ ン

チ メ ー ト ル 〕 以 下 、 た て 枠 に 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定 す る 寸 法 型 式

二 〇 八 又 は 四 〇 八 に 適 合 す る も の を 用 い る 耐 力 壁 に つ い て は 六 十 五 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下 ） と し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 令 第 八 十 二 条 第 一 号 か ら 第 三

号 ま で に 定 め る 構 造 計 算 に よ っ て 構 造 耐 力 上 安 全 で あ る こ と が 確 か め ら れ た

場 合 に お い て は 、 た て 枠 組 相 互 の 間 隔 は 、 当 該 計 算 に 基 づ く 数 値 （ 当 該 数 値

が 六 十 五 セ ン チ メ ー ト ル を 超 え る と き は 、 六 十 五 セ ン チ メ ー ト ル ） と す る こ

と が で き る 。

五 　 耐 力 壁 線 相 互 の 距 離 は 十 二 メ ー ト ル 以 下 と し 、 か つ 、 耐 力 壁 に よ り 囲 ま

れ た 部 分 の 水 平 線 投 影 面 積 は 四 十 平 方 メ ー ト ル （ 床 の 枠 組 と 床 材 を 緊 結 す

る 部 分 を 構 造 耐 力 上 有 効 に 補 強 し た 場 合 は 六 十 平 方 メ ー ト ル ） 以 下 と し な

け れ ば な ら な い

六 　 外 壁 の 耐 力 線 相 互 の 交 さ 部 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 交 さ 部 」 と い う 。 ）

に は 、 長 さ 九 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の 耐 力 壁 を 一 以 上 設 け な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 交 さ 部 を こ れ と 同 等 以 上 に 構 造 耐 力 上 有 効 に 補 強 し た 場 合 に

お い て 、 交 さ 部 に 接 す る 開 口 部 又 は 交 さ 部 か ら の 距 離 が 九 十 セ ン チ メ ー ト

ル 未 満 の 開 口 部 で 、 幅 （ 交 さ 部 か ら 開 口 部 ま で の 距 離 を 含 み 、 外 壁 の 双 方

に 開 口 部 を 設 け る 場 合 は 、 そ れ ら の 幅 の 合 計 と す る 。 ） が 四 メ ー ト ル 以 下

の も の を 設 け る と き は 、 こ の 限 り で は な い 。

七 　 耐 力 壁 の た て 枠 相 互 の 間 隔 は 、 次 の 表 に 掲 げ る 数 値 以 下 （ た て 枠 に 枠 組

壁 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定 す る 寸 法 型 式 二 〇 六 又 は 四 〇 六 に 適 合 す る も

の を 用 い る 耐 力 壁 に つ い て は 、 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 〔 三 階 建 て の 建 築

物 の 三 階 、 二 階 建 て の 建 築 物 の 二 階 又 は 平 屋 建 て の 建 築 物 に つ い て は 、 六

十 五 セ ン チ メ ー ト ル 〕 以 下 、 た て 枠 に 枠 組 壁 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定 す

る 寸 法 型 式 二 〇 八 又 は 四 〇 八 に 適 合 す る も の を 用 い る 耐 力 壁 に つ い て は 六

十 五 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 ） と し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 実 験 又 は 計 算

に よ っ て 構 造 耐 力 上 安 全 で あ る こ と が 確 か め ら れ た 場 合 に お い て は 、 た て

枠 組 相 互 の 間 隔 は 、 当 該 実 験 又 は 計 算 に 基 づ く 数 値 （ 当 該 数 値 が 六 十 五 セ

ン チ メ ー ト ル を 超 え る と き は 、 六 十 五 セ ン チ メ ー ト ル ） と す る こ と が で き

る 。
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建 　 築 　 物

三 階 建 て の 建

築 物 の 三 階 、

二 階 建 て の 建

築 物 の 二 階 又

は 平 屋 建 て の

建 築 物 （ 単 位

セ ン チ メ ー ト

ル ）

三 階 建 て の 建

築 物 の 二 階 、

小 屋 裏 利 用 の

三 階 建 て の 建

築 物 の 二 階 又

は 二 階 建 て の

建 築 物 の 一 階

（ 単 位 　 セ ン

チ メ ー ト ル ）

小 屋 裏 利 用 の

三 階 建 て の 建

築 物 の 一 階 の

建 築 物 （ 単 位

セ ン チ メ ー ト

ル ）

建 　 築 　 物

三 階 建 て の 建

築 物 の 三 階 、

二 階 建 て の 建

築 物 の 二 階 又

は 平 屋 建 て の

建 築 物 （ 単 位

セ ン チ メ ー ト

ル ）

三 階 建 て の 建

築 物 の 二 階 、

小 屋 裏 利 用 の

三 階 建 て の 建

築 物 の 二 階 又

は 二 階 建 て の

建 築 物 の 一 階

（ 単 位 　 セ ン

チ メ ー ト ル ）

小 屋 裏 利 用 の

三 階 建 て の 建

築 物 の 一 階 の

建 築 物 （ 単 位

セ ン チ メ ー ト

ル ）

（
一
） 多 雪 区 域 以 外 の 区 域 に

お け る 建 築 物

六 五 五 〇 四 五

（
一
） 多 雪 区 域 以 外 の 区 域 に

お け る 建 築 物

六 五 五 〇 四 五

垂 直 最 深 積 雪 量

が 一 メ ー ト ル の

区 域 に お け る も

の

五 〇 四 五 三 五

垂 直 最 深 積 雪 量

が 一 メ ー ト ル の

区 域 に お け る も

の

五 〇 四 五 三 五

（
二
）

多 雪
区 域

に お
け る

建 築
物

垂 直 最 深 積 雪 量

が 一 メ ー ト ル を

超 え 一 ・ 五 メ ー

ト ル 以 下 の 区 域

に お け る も の

五 〇 三 五 三 一

（
二
）

多 雪

区 域

に お

け る

建 築

物

垂 直 最 深 積 雪 量

が 一 メ ー ト ル を

超 え 一 ・ 五 メ ー

ト ル 以 下 の 区 域

に お け る も の

五 〇 三 五 三 一
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垂 直 最 深 積 雪 量

が 一 ・ 五 メ ー ト

ル を 超 え 二 メ ー

ト ル 以 下 の 区 域

に お け る も の

四 五 三 五 三 一

垂 直 最 深 積 雪 量

が 一 ・ 五 メ ー ト

ル を 超 え 二 メ ー

ト ル 以 下 の 区 域

に お け る も の

四 五 三 五 三 一

屋 根 に 雪 止 め が な く 、 か つ 、 そ の 勾 配 が 度 を 超 え る 建 築 物 又 は 雪 下 ろ し を 行 う

慣 習 の あ る 地 方 に お け る 建 築 物 に つ い て は 、 垂 直 最 深 積 雪 量 が そ れ ぞ れ 第 三 号 の

表 二 の イ 又 は ロ の 定 め る 数 値 の 区 域 に 存 す る 建 築 物 と み な し て 、 こ の 表 の （ 二 ）

を 適 用 し た 場 合 に お け る 数 値 と す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 垂 直 最 深

積 雪 量 が 一 メ ー ト ル 未 満 の 区 域 に 存 す る 建 築 物 と み な さ れ る も の に つ い て は 、 次

の 表 の 通 り と す る 。

屋 根 に 雪 止 め が な く 、 か つ 、 そ の 勾 配 が 度 を 超 え る 建 築 物 又 は 雪 下 ろ し を 行

う 慣 習 の あ る 地 方 に お け る 建 築 物 に つ い て は 、 垂 直 最 深 積 雪 量 が そ れ ぞ れ 第 三

号 の 表 二 の イ 又 は ロ の 定 め る 数 値 の 区 域 に 存 す る 建 築 物 と み な し て 、 こ の 表 の

（ 二 ） を 適 用 し た 場 合 に お け る 数 値 と す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、

垂 直 最 深 積 雪 量 が 一 メ ー ト ル 未 満 の 区 域 に 存 す る 建 築 物 と み な さ れ る も の に つ

い て は 、 次 の 表 の 通 り と す る 。

建 築 物 三 階 建 て の 建 築

物 の 三 階 、 二 階

建 て の 建 築 物 の

二 階 又 は 平 屋 建

て の 建 築 物 （ 単

位 　 セ ン チ メ ー

ト ル ）

三 階 建 て の 建 築

物 の 二 階 、 小 屋

裏 利 用 の 三 階 建

て の 建 築 物 の 二

階 又 は 階 建 て の

建 築 物 の 一 階

（ 単 位 　 セ ン チ

メ ー ト ル ）

小 屋 裏 利 用 の 三 階 建 て

の 建 築 物 の 一 階 の 建 築

物 （ 単 位 　 セ ン チ メ ー

ト ル ）

建 築 物 三 階 建 て の 建 築 物

の 三 階 、 二 階 建 て

の 建 築 物 の 二 階 又

は 平 屋 建 て の 建 築

物 （ 単 位 　 セ ン チ

メ ー ト ル ）

三 階 建 て の 建 築

物 の 二 階 、 小 屋

裏 利 用 の 三 階 建

て の 建 築 物 の 二

階 又 は 階 建 て の

建 築 物 の 一 階

（ 単 位 　 セ ン チ

メ ー ト ル ）

小 屋 裏 利 用 の 三 階 建 て

の 建 築 物 の 一 階 の 建 築

物 （ 単 位 　 セ ン チ メ ー

ト ル ）

垂 直 最 深 積 雪 量

が 五 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下 の 区

域 に 存 す る 建 築

五 〇 五 〇 四 五

垂 直 最 深 積 雪 量

が 五 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下 の 区

域 に 存 す る 建 築

物

五 〇 五 〇 四 五
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物 と み な さ れ る

も の

と み な さ れ る も

の

垂 直 最 深 積 雪

量 が 五 〇 セ ン チ

メ ー ト ル を 超 え

一 メ ー ト ル 未 満

の 区 域 に 存 す

る 建 築 物 と み

な さ れ る も の

五 〇 四 五 四 一

垂 直 最 深 積 雪 量

が 五 〇 セ ン チ メ

ー ト ル を 超 え 一

メ ー ト ル 未 満 の

区 域 に 存 す る 建

築 物 と み な さ れ

る も の

五 〇 四 五 四 一

八 　 各 耐 力 壁 の 隅 角 部 及 び 交 さ 部 に は そ れ ぞ れ 三 本 以 上 の た て 枠 を 用 い る も の

と し 、 当 該 た て 枠 は 相 互 に 構 造 耐 力 上 有 効 で な け れ ば な ら な い 。

九 　 屋 外 に 面 す る 部 分 で 、 か つ 、 隅 角 部 又 は 開 口 部 の 両 端 の 部 分 に あ る 耐 力 壁

の た て 枠 は 、 直 下 の 床 の 枠 組 に 金 物 （ く ぎ を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 壁 材 で

構 造 耐 力 上 有 効 に 緊 結 し な け れ ば な ら な い 。

十 　 耐 力 壁 の 上 部 に は 、 当 該 耐 力 壁 の 上 枠 と 同 寸 法 の 断 面 を 有 す る 頭 つ な ぎ を

設 け 、 耐 力 壁 相 互 を 構 造 耐 力 上 有 効 に 緊 結 し な け れ ば な ら な い 。

十 一 　 耐 力 壁 線 に 設 け る 開 口 部 の 幅 は 四 メ ー ト ル 以 下 と し 、 か つ 、 そ の 幅 の 合

計 は 当 該 耐 力 壁 線 の 長 さ の 四 分 の 三 以 下 と し な け れ ば な ら な い 。

十 二 　 幅 九 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の 開 口 部 の 上 部 に は 、 開 口 部 を 構 成 す る た て

枠 と 同 寸 法 以 上 の 断 面 を 有 す る ま ぐ さ 受 け に よ っ て 指 示 さ れ る ま ぐ さ を 構 造

耐 力 上 有 効 に 設 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 こ れ と 同 等 以 上 の 構 造 耐 力 上

有 効 な 補 強 を 行 っ た 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で は な い 。

八 　 各 耐 力 壁 の 隅 角 部 及 び 交 さ 部 に は そ れ ぞ れ 三 本 以 上 の た て 枠 を 用 い る も

の と し 、 当 該 た て 枠 は 相 互 に 構 造 耐 力 上 有 効 で な け れ ば な ら な い 。

九 　 屋 外 に 面 す る 部 分 で 、 か つ 、 隅 角 部 又 は 開 口 部 の 両 端 の 部 分 に あ る 耐 力

壁 の た て 枠 は 、 直 下 の 床 の 枠 組 に 金 物 （ く ぎ を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 壁

材 で 構 造 耐 力 上 有 効 に 緊 結 し な け れ ば な ら な い 。

十 　 耐 力 壁 の 上 部 に は 、 当 該 耐 力 壁 の 上 枠 と 同 寸 法 の 断 面 を 有 す る 頭 つ な ぎ

を 設 け 、 耐 力 壁 相 互 を 構 造 耐 力 上 有 効 に 緊 結 し な け れ ば な ら な い 。

十 一 　 耐 力 壁 線 に 設 け る 開 口 部 の 幅 は 四 メ ー ト ル 以 下 と し 、 か つ 、 そ の 幅 の

合 計 は 当 該 耐 力 壁 線 の 長 さ の 四 分 の 三 以 下 と し な け れ ば な ら な い 。

十 二 　 幅 九 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の 開 口 部 の 上 部 に は 、 開 口 部 を 構 成 す る た

て 枠 と 同 寸 法 以 上 の 断 面 を 有 す る ま ぐ さ 受 け に よ っ て 指 示 さ れ る ま ぐ さ を

構 造 耐 力 上 有 効 に 設 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 こ れ と 同 等 以 上 の 構 造

耐 力 上 有 効 な 補 強 を 行 っ た 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で は な い 。
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十 三 　 筋 か い に は 、 欠 込 み を し て は な ら な い

十 四 　 壁 の 各 部 材 相 互 及 び 壁 と 床 、 頭 つ な ぎ 又 は ま ぐ さ 受 け と は 、 次 の 表 の 緊

結 す る 部 分 の 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 緊 結 方 法 の 欄 に 掲 げ る

と お り 緊 結 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 接 合 部 の 短 期 に 生 ず る 力 に 対 す る

許 容 せ ん 断 耐 力 が 次 の 表 の 許 容 せ ん 断 耐 力 の 欄 に 掲 げ る 数 値 以 上 で あ る こ と

が 確 か め ら れ た 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で は な い 。

十 三 　 筋 か い に は 、 欠 込 み を し て は な ら な い

十 四 　 壁 の 各 部 材 相 互 及 び 壁 と 床 、 頭 つ な ぎ 又 は ま ぐ さ 受 け と は 、 次 号 を 適

用 す る 場 合 を 除 き 、 次 の 表 の 緊 結 す る 部 分 の 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ

ぞ れ 同 表 の 緊 結 方 法 の 欄 に 掲 げ る と お り 緊 結 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し

、 構 造 計 算 又 は 実 験 に よ っ て 接 合 部 の 短 期 応 力 に 対 す る 許 容 せ ん 断 応 力 が

次 の 表 の 許 容 せ ん 断 応 力 の 欄 に 掲 げ る 数 値 以 上 で あ る こ と が 確 か め ら れ た

場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で は な い 。

緊 　 結 　 の 　 方 　 法 緊 　 結 　 の 　 方 　 法緊 結 す る 部

分 く ぎ の 種 類 く ぎ の 本 数 く ぎ の 間 隔

許 容 せ ん 断 耐 力 緊 結 す る 部

分 く ぎ の 種 類 く ぎ の 本 数 く ぎ の 間 隔

許 容 せ ん 断 応 力

Ｃ Ｎ 九 〇 二 本 Ｃ Ｎ 九 〇 ―

Ｃ Ｎ 七 五

Ｂ Ｎ 九 〇

Ｃ Ｎ 六 五

Ｂ Ｎ 七 五

三 本

Ｃ Ｎ 七 五

Ｂ Ｎ 九 〇

Ｃ Ｎ 六 五

Ｂ Ｎ 七 五

三 本

た て 枠 と 上

枠 又 は し た

枠

Ｂ Ｎ 六 五 四 本

―

一 箇 所 当 た り 一

〇 〇 〇 ニ ュ ー ト

ン

た て 枠 と 上

枠 又 は し た

枠

Ｂ Ｎ 六 五 四 本

―

一 箇 所 当 た り 一

〇 〇 キ ロ グ ラ ム

Ｃ Ｎ 九 〇 ―

二 五 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

Ｃ Ｎ 九 〇 ―

二 五 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

下
枠

と
床

の
枠

組

三 階
建 て

の 建
築 物

の 一
階

Ｂ Ｎ 九 〇 ―

一 七 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル 当 た

り 三 二 〇 〇 ニ ュ

ー ト ン

下 枠
と 床

の 枠
組

三 階
建 て

の 建
築 物

の 一
階

Ｂ Ｎ 九 〇 ―

一 七 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル 当 た

り 三 二 〇 キ ロ グ

ラ ム
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Ｃ Ｎ 九 〇 ―

五 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

Ｃ Ｎ 九 〇 ―

五 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

そ の
他 の

階

Ｂ Ｎ 九 〇 ―

三 四 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル 当 た

り 一 六 〇 〇 ニ ュ

ー ト ン

そ の
他 の

階

Ｂ Ｎ 九 〇 ―

三 四 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル 当 た

り 一 六 〇 キ ロ グ

ラ ム

Ｃ Ｎ 九 〇 ―

五 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

Ｃ Ｎ 九 〇 ―

五 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

上 枠 と 頭 つ

な ぎ

Ｂ Ｎ 九 〇 ―

三 四 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル 当 た

り 一 六 〇 〇 ニ ュ

ー ト ン

上 枠 と 頭 つ

な ぎ

Ｂ Ｎ 九 〇 ―

三 四 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル 当 た

り 一 六 〇 キ ロ グ

ラ ム

Ｃ Ｎ 七 五 ―

三 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

Ｃ Ｎ 七 五 ―

三 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

た て 枠 と た

て 枠 又 は ま

ぐ さ 受 け Ｂ Ｎ 七 五 ―

二 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル 当 た

り 二 二 〇 〇 ニ ュ

ー ト ン

た て 枠 と た

て 枠 又 は ま

ぐ さ 受 け Ｂ Ｎ 七 五 ―

二 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル 当 た

り 二 二 〇 キ ロ グ

ラ ム

Ｃ Ｎ 六 五

下 枠 、 た て

枠 及 び 上 枠

二 本

Ｃ Ｎ 六 五

下 枠 、 た て

枠 及 び 上 枠

二 本

―

壁 の 枠 組 と

筋 か い の 両

端 部

Ｂ Ｎ 六 五

下 枠 、 た て

枠 及 び 上 枠

三 本

―

一 箇 所 当 た り 一

一 〇 〇 ニ ュ ー ト

ン

壁 の 枠 組 と

筋 か い の 両

端 部

Ｂ Ｎ 六 五

下 枠 、 た て

枠 及 び 上 枠

三 本

―

一 箇 所 当 た り 一

一 〇 キ ロ グ ラ ム

十 五 　 （ 削 除 ） 十 五 　 壁 の 枠 組 と 壁 材 は 、 次 の 表 に 掲 げ る と お り 緊 結 し な け れ ば な ら な い 。 た

だ し 、 建 設 大 臣 が 次 の 表 に 掲 げ る も の と 同 等 以 上 の 効 力 を 有 す る と 認 め る 方

法 に よ り 緊 結 す る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。
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壁 材 の 種 類 く ぎ 又 は ね じ の

種 類

く ぎ 又 は ね

じ の 本 数

く ぎ 又 は ね じ の 間 隔

Ｃ Ｎ 五 〇 ―

壁 材 の 外 周 部 分 は 一

〇 セ ン チ メ ー ト ル 以

下 、 そ の 他 の 部 分 は

二 〇 セ ン チ メ ー ト ル

以 下

構 造 用 合 版 、 パ ー

テ ィ ク ル ボ ー ド 、

ハ ー ド ボ ー ド 、 構

造 用 パ ネ ル 、 硬 質

木 片 セ メ ン ト 板 、

ラ ス シ ー ト 又 は 第

二 の 第 三 号 の 規 定

に よ り 建 設 大 臣 が

認 め る 材 料

Ｂ Ｎ 五 〇 ―

壁 材 の 外 周 部 分 は

七 ・ 五 セ ン チ メ ー ト

ル 以 下 、 そ の 他 の 部

分 は 一 五 セ ン チ メ ー

ト ル 以 下

パ ル プ セ メ ン ト 板 Ｇ Ｎ Ｆ 四 〇

Ｓ Ｆ Ｎ 四 五

―

せ っ こ う ボ ー ド Ｇ Ｎ Ｆ 四 〇

Ｓ Ｆ Ｎ 四 五

Ｗ Ｓ Ｎ

Ｄ Ｔ Ｓ Ｎ

―

シ ー ジ ン グ ボ ー ド

Ｓ Ｎ 四 〇 ―

壁 材 の 外 周 部 分 は 一

〇 セ ン チ メ ー ト ル 以

下 、 そ の 他 の 部 分 は

二 〇 セ ン チ メ ー ト ル

以 下
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フ レ キ シ ブ ル 板 、

石 綿 パ ー ラ イ ト

板 、 石 綿 け い 酸 カ

ル シ ウ ム 板 又 は 炭

酸 マ グ ネ シ ウ ム 板

Ｇ Ｎ Ｆ 四 〇

Ｓ Ｆ Ｎ 四 五

―

壁 材 の 外 周 部 分 は 一

五 セ ン チ メ ー ト ル 以

下 、 そ の 他 の 部 分 は

三 〇 セ ン チ メ ー ト ル

以 下

Ｃ Ｎ 五 〇

下 枠 、 た て

枠 及 び 上 枠

二 本

壁 材

Ｂ Ｎ 五 〇

下 枠 、 た て

枠 及 び 上 枠

三 本

―

こ の 表 に お い て 、 Ｓ Ｆ Ｎ 四 五 、 Ｃ Ｎ 五 〇 、 Ｂ Ｎ 五 〇 、 Ｇ Ｎ Ｆ 四 〇 及 び Ｓ Ｎ 四

〇 は 、 そ れ ぞ れ 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 五 五 〇 八 （ く ぎ ） ― 一 九 九 二 に 規 定 す る Ｓ Ｆ

Ｎ 四 五 、 Ｃ Ｎ 五 〇 、 Ｂ Ｎ 五 〇 、 Ｇ Ｎ Ｆ 四 〇 及 び Ｓ Ｎ 四 〇 を 、 Ｗ Ｓ Ｎ は 、 日 本 工

業 規 格 Ｂ 一 一 一 二 （ 十 字 穴 付 き 木 ね じ ） ― 一 九 九 五 に 適 合 す る 十 字 穴 つ き 木 ね

じ で あ っ て 、 呼 び 径 及 び 長 さ が 、 そ れ ぞ れ 、 三 ・ 八 ミ リ メ ー ト ル 及 び 三 二 ミ リ

メ ー ト ル 以 上 の も の を 、 Ｄ Ｔ Ｓ Ｎ は 、 日 本 工 業 規 格 Ｂ 一 一 二 五 （ ド リ リ ン グ タ

ッ ピ ン ね じ ） ― 一 九 九 五 に 適 合 す る ド リ リ ン グ タ ッ ピ ン ね じ で あ っ て 、 頭 部 の

形 状 に よ る 種 類 、 呼 び 径 及 び 長 さ が 、 そ れ ぞ れ 、 ト ラ ン ペ ッ ト 、 四 ・ 二 ミ リ メ

ー ト ル 及 び 三 〇 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の も の を 表 す も の と す る 。

十 六 　 地 階 の 壁 は 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 と し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 直 接

土 に 接 す る 部 分 及 び 地 面 か ら 三 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 の 外 周 の 部 分 以 外 の 壁

は 、 こ れ に 作 用 す る 荷 重 及 び 外 力 に 対 し て 、 第 一 号 及 び 第 三 号 か ら 前 号 ま で

の 規 定 に 準 じ 、 構 造 耐 力 上 安 全 な も の と し た 枠 組 壁 工 法 に よ る 壁 と す る こ と

十 六 　 地 階 の 壁 は 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 と し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 直 接

土 に 接 す る 部 分 及 び 地 面 か ら 三 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 内 の 外 周 の 部 分 以 外 の 壁

は 、 こ れ に 作 用 す る 荷 重 及 び 外 力 に 対 し て 、 第 一 号 及 び 第 三 号 か ら 前 号 ま で

の 規 定 に 準 じ 、 構 造 耐 力 上 安 全 な も の と し た 枠 組 壁 工 法 に よ る 壁 と す る こ と



- 
35
-

が で き る 。 が で き る 。

第 六 　 根 太 の 横 架 材

　 　 床 根 太 、 天 井 根 太 そ の 他 の 架 材 に は 、 そ の 中 央 部 付 近 の 下 側 に 耐 力 上 支 障 の

あ る 欠 込 み を し て は な ら な い 。

第 六 　 根 太 の 横 架 材

　 　 床 根 太 、 天 井 根 太 そ の 他 の 架 材 に は 、 そ の 中 央 部 付 近 の 下 側 に 耐 力 上 支 障 の

あ る 欠 込 み を し て は な ら な い 。

第 七 　 小 屋

一 　 た る き 及 び 天 井 根 太 の 寸 法 は 、 枠 組 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定 す る 寸 法 型

式 二 〇 四 、 二 〇 六 、 二 〇 八 、 二 一 〇 又 は 二 一 二 に 適 合 す る も の 又 は こ れ ら 以

上 の も の と し な け れ ば な ら な い 。

二 　 た る き 相 互 の 間 隔 は 、 六 十 五 セ ン チ メ ー ト 以 下 と し な け れ ば な ら な い 。

三 　 た る き に は 、 た る き つ な ぎ を 構 造 耐 力 上 有 効 に 設 け な け れ ば な ら な い 。

四 　 ト ラ ス は 、 こ れ に 作 用 す る 荷 重 及 び 外 力 に 対 し て 構 造 耐 力 上 安 全 な も の と

し な け れ ば な ら な い 。

五 　 た る き 又 は ト ラ ス は 、 頭 つ な ぎ 及 び 上 枠 に 金 物 で 構 造 耐 力 上 有 効 に 緊 結 し

な け れ ば な ら な い 。

六 　 小 屋 組 に は 、 振 れ 止 め を 設 け な け れ ば な ら な い 。

七 　 屋 根 に は 、 風 圧 力 そ の 他 の 外 力 に 対 し て 安 全 な も の と し な け れ ば な ら な い

。
八 　 屋 根 下 地 材 は 、 厚 さ 十 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 構 造 用 合 板 、 厚 さ 十 五 ミ リ メ

ー ト ル 以 上 の パ ー テ ィ ク ル ボ ー ド 又 は 構 造 用 パ ネ ル （ 構 造 用 パ ネ ル 規 格 に 規

定 す る 一 級 若 し く は 二 級 も の に 限 る 。 ） と し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 た

る き 相 互 間 の 間 隔 を 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 と す る 場 合 に お い て は 、 厚 さ 九

ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 構 造 用 合 板 、 厚 さ 十 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の パ ー テ ィ ク ル

ボ ー ド 、

第 七 　 小 屋

一 　 た る き 及 び 天 井 根 太 の 寸 法 は 、 枠 組 工 法 構 造 用 製 材 規 格 に 規 定 す る 寸 法 型

式 二 〇 四 、 二 〇 六 、 二 〇 八 、 二 一 〇 又 は 二 一 二 に 適 合 す る も の と し な け れ ば

な ら な い 。

二 　 た る き 相 互 の 間 隔 は 、 六 十 五 セ ン チ メ ー ト 以 下 と し な け れ ば な ら な い 。

三 　 た る き に は 、 た る き つ な ぎ を 構 造 耐 力 上 有 効 に 設 け な け れ ば な ら な い 。

四 　 ト ラ ス は 、 こ れ に 作 用 す る 荷 重 及 び 外 力 に 対 し て 構 造 耐 力 上 安 全 な も の と

し な け れ ば な ら な い 。

五 　 た る き 又 は ト ラ ス は 、 頭 つ な ぎ 及 び 上 枠 に 金 物 で 構 造 耐 力 上 有 効 に 緊 結 し

な け れ ば な ら な い 。

六 　 小 屋 組 に は 、 振 れ 止 め を 設 け な け れ ば な ら な い 。

七 　 屋 根 に は 、 風 圧 力 そ の 他 の 外 力 に 対 し て 安 全 な も の と し な け れ ば な ら な い

。
八 　 屋 根 下 地 材 は 、 厚 さ 十 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 構 造 用 合 板 、 厚 さ 十 五 ミ リ メ

ー ト ル 以 上 の パ ー テ ィ ク ル ボ ー ド 又 は 構 造 用 パ ネ ル （ 構 造 用 パ ネ ル 規 格 に 規

定 す る 一 級 若 し く は 二 級 も の に 限 る 。 ） と し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 た る き 相 互 間 の 間 隔 を 五 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 下 と す る 場 合 に お い て は 、

厚 さ 九 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 構 造 用 合 板 、 厚 さ 十 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の パ ー テ

ィ ク ル ボ ー ド 、 構 造 用 パ ネ ル （ た る き 相 互 間 の 間 隔 が 三 十 一 セ ン チ メ ー ト
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構 造 用 パ ネ ル （ た る き 相 互 間 の 間 隔 が 三 十 一 セ ン チ メ ー ト ル を 超 え る 場 合 に

お い て は 、 構 造 用 パ ネ ル 規 格 に 規 定 す る 一 級 、 二 級 若 し く は 三 級 の も の に 限

る 。 ） 又 は 厚 さ 十 五 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 硬 質 木 片 セ メ ン ト 板 （ た る き 相 互 の

間 隔 が 三 十 一 セ ン チ メ ー ト ル を 超 え る 場 合 に お い て は 、 厚 さ 十 八 ミ リ メ ー ト

ル 以 上 の も の に 限 る 。 ） と す る こ と が で き る 。

九 　 小 屋 組 の 各 部 材 相 互 及 び 小 屋 組 の 部 材 と 頭 つ な ぎ 又 は 屋 根 下 地 材 と は 、 次

の 表 の 緊 結 す る 部 分 の 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 緊 結 の 方 法 の

欄 に 掲 げ る と お り 緊 結 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 接 合 部 の 短 期 に 生 ず る

力 に 対 す る 許 容 せ ん 断 耐 力 が 次 の 表 の 許 容 せ ん 断 耐 力 の 欄 に 掲 げ る 数 値 以 上

で あ る こ と が 確 か め ら れ た 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で な い 。

ル を 超 え る 場 合 に お い て は 、 構 造 用 パ ネ ル 規 格 に 規 定 す る 一 級 、 二 級 若 し く

は 三 級 の も の に 限 る 。 ） 又 は 厚 さ 十 五 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 硬 質 木 片 セ メ ン ト

板 （ た る き 相 互 の 間 隔 が 三 十 一 セ ン チ メ ー ト ル を 超 え る 場 合 に お い て は 、 厚

さ 十 八 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の も の に 限 る 。 ） と す る こ と が で き る 。

九 　 小 屋 組 の 各 部 材 相 互 及 び 小 屋 組 の 部 材 と 頭 つ な ぎ 又 は 屋 根 下 地 材 と は 、 次

の 表 の 緊 結 す る 部 分 の 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 緊 結 の 方 法 の

欄 に 掲 げ る と お り 緊 結 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 構 造 計 算 又 は 実 験 に よ

っ て 接 合 部 の 短 期 応 力 に 対 す る 許 容 せ ん 断 応 力 が 次 の 表 の 許 容 せ ん 断 応 力 の

欄 に 掲 げ る 数 値 以 上 で あ る こ と が 確 か め ら れ た 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で

な い 。

緊 結 の 方 法 緊 結 の 方 法

緊 結 す る 部 分

く ぎ の 種 類 く ぎ の 本 数 く ぎ の 間 隔

許 容 せ ん 断

耐 力

緊 結 す る 部 分

く ぎ の 種 類 く ぎ の 本 数 く ぎ の 間 隔

許 容 せ ん 断

応 力

Ｃ Ｎ 九 〇 三 本 ― Ｃ Ｎ 九 〇 三 本 ―

Ｃ Ｎ 七 五 四 本 ― Ｃ Ｎ 七 五 四 本 ―

た る き と 天 井 根 太

Ｂ Ｎ 九 〇

Ｂ Ｎ 七 五

五 本 ―

一 箇 所 あ た

り 二 四 〇 〇

ニ ュ ー ト ン た る き と 天 井 根 太

Ｂ Ｎ 九 〇

Ｂ Ｎ 七 五

五 本 ―

一 箇 所 あ た

り 二 四 〇 キ

ロ グ ラ ム

Ｃ Ｎ 七 五 三 本 ― Ｃ Ｎ 七 五 三 本 ―

た る き と む な き

Ｂ Ｎ 七 五 四 本 ―

一 箇 所 あ た

り 一 七 〇 〇

ニ ュ ー ト ン

た る き と む な き

Ｂ Ｎ 七 五 四 本 ―

一 箇 所 あ た

り 一 七 〇 キ

ロ グ ラ ム
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た る き 、 天 井 根 太

又 は ト ラ ス と 頭 つ

な ぎ

Ｃ Ｎ 六 五

Ｂ Ｎ 七 五

Ｂ Ｎ 六 五

三 本

一 箇 所 あ た

り 一 一 〇 〇

ニ ュ ー ト ン

た る き 、 天 井 根 太

又 は ト ラ ス と 頭 つ

な ぎ

Ｃ Ｎ 六 五

Ｂ Ｎ 七 五

Ｂ Ｎ 六 五

三 本

一 箇 所 あ た

り 一 一 〇 キ

ロ グ ラ ム

Ｃ Ｎ 五 〇 ―

一 五 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

Ｃ Ｎ 五 〇 ―

一 五 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

屋 根 下

地 材 の

外 周 部

分

Ｂ Ｎ 五 〇 ―

一 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル

当 た り 二 六

〇 〇 ニ ュ ー

ト ン

屋 根 下

地 材 の

外 周 部

分

Ｂ Ｎ 五 〇 ―

一 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル

当 た り 二 六

〇 キ ロ グ ラ

ム

Ｃ Ｎ 五 〇 ―

三 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

た る き

又 は ト

ラ ス ト

屋 根 下

地 材 そ の 他

の 部 分

Ｂ Ｎ 五 〇 ―

二 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル

当 た り 一 三

〇 〇 ニ ュ ー

ト ン

た る き

又 は ト

ラ ス ト

屋 根 下

地 材 そ の 他

の 部 分

Ｂ Ｎ 五 〇 ―

二 〇 セ ン チ メ

ー ト ル 以 下

一 メ ー ト ル

当 た り 一 三

〇 キ ロ グ ラ

ム

十 　 令 第 八 十 二 条 第 一 号 か ら 第 三 号 に 定 め る 構 造 計 算 に よ っ て 構 造 耐 力 上 安 全

で あ る こ と が 確 か め ら れ た 場 合 を 除 き 、 小 屋 の 屋 根 又 は 外 壁 （ 以 下 「 屋 根 等

」 と い う 。 ） に 設 け る 開 口 部 の 幅 は 二 メ ー ト ル 以 下 と し 、 か つ 、 そ の 幅 の 合

計 は 当 該 屋 根 等 の 下 端 の 幅 の 二 分 の 一 以 下 と し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

構 造 耐 力 上 有 効 な 補 強 を 行 っ た 開 口 部 で あ っ て 次 の イ か ら ハ ま で に 該 当 す る

も の は 、 そ の 幅 を 三 メ ー ト ル 以 下 と す る こ と が で き る 。

イ 　 小 屋 の 屋 根 に 設 け ら れ る も の で あ る こ と 。

ロ 　 屋 根 の 探 部 か ら の 距 離 が 一 メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。

ハ 　 他 の 開 口 部 か ら の 距 離 が 二 メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。

十 一 　 屋 根 等 に 設 け る 幅 九 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の 開 口 部 の 上 部 に は 、 開 口 部

を 構 成 す る 部 材 と 同 寸 法 以 上 の 断 面 を 有 す る ま ぐ さ 受 け に よ っ て 支 持 さ れ る

ま ぐ さ を 構 造 耐 力 上 有 効 に 設 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 こ れ と 同 等 以 上

十 　 実 験 又 は 計 算 に よ っ て 構 造 耐 力 上 安 全 で あ る こ と が 確 か め ら れ た 場 合 を 除

き 、 小 屋 の 屋 根 又 は 外 壁 （ 以 下 「 屋 根 等 」 と い う 。 ） に 設 け る 開 口 部 の 幅 は

二 メ ー ト ル 以 下 と し 、 か つ 、 そ の 幅 の 合 計 は 当 該 屋 根 等 の 下 端 の 幅 の 二 分 の

一 以 下 と し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 構 造 耐 力 上 有 効 な 補 強 を 行 っ た 開 口

部 で あ っ て 次 の イ か ら ハ ま で に 該 当 す る も の は 、 そ の 幅 を 三 メ ー ト ル 以 下 と

す る こ と が で き る 。

イ 　 小 屋 の 屋 根 に 設 け ら れ る も の で あ る こ と 。

ロ 　 屋 根 の 探 部 か ら の 距 離 が 一 メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。

ハ 　 他 の 開 口 部 か ら の 距 離 が 二 メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。

十 一 　 屋 根 等 に 設 け る 幅 九 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の 開 口 部 の 上 部 に は 、 開 口 部

を 構 成 す る 部 材 と 同 寸 法 以 上 の 断 面 を 有 す る ま ぐ さ 受 け に よ っ て 支 持 さ れ る

ま ぐ さ を 構 造 耐 力 上 有 効 に 設 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 こ れ と 同 等 以 上
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の 構 造 耐 力 上 有 効 な 補 強 を 行 っ た 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で は な い 。

十 二 　 母 屋 及 び 小 屋 つ か を 用 い た 小 屋 組 と す る 場 合 又 は 法 第 三 十 七 条 に 規 定 す

る 木 質 断 熱 複 合 パ ネ ル 又 は 木 質 接 着 複 合 パ ネ ル を 用 い た 屋 根 版 と す る 場 合 に

お い て は 、 令 第 八 十 二 条 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 定 め る 構 造 計 算 に よ り 、 構

造 耐 力 上 安 全 で あ る こ と を 確 か め な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 同

条 各 号 中 「 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 」 と あ る の は 、 「 小 屋 組 又 は 屋 根 版 」 と 読

み 替 え て 計 算 を 行 う も の と す る 。

の 構 造 耐 力 上 有 効 な 補 強 を 行 っ た 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で は な い 。

十 二 　 母 屋 及 び 小 屋 つ か を 用 い た 小 屋 組 と す る 場 合 に お い て は 、 実 験 又 は 計 算

に よ り 、 構 造 耐 力 上 安 全 で あ る こ と を 確 か め な け れ ば な ら な い 。

第 八 　 防 腐 処 置 等

一 　 土 台 が べ た 基 礎 又 は 布 基 礎 と 接 す る 面 及 び 鉄 網 モ ル タ ル 塗 そ の 他 の 壁 の 枠

組 が 腐 り や す い 構 造 で あ る 部 分 の 下 地 に は 、 防 水 紙 そ の 他 こ れ に 類 す る も の

を 使 用 し な け れ ば な ら な い 。

二 　 地 面 か ら 一 メ ー ト ル 以 内 の 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 （ 床 根 太 及 び 床 材 を 除

く 。 ） に は 、 有 効 な 防 腐 処 置 を 講 ず る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 、 し ろ あ り そ

の 他 の 虫 に よ る 害 を 防 ぐ た め の 処 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

三 　 腐 食 の お そ れ の あ る 部 分 及 び 常 時 湿 潤 の 状 態 と な る お そ れ の あ る 部 分 の 部

材 を 緊 結 す る た め の 金 物 に は 、 有 効 な さ び 止 め 処 置 を 講 じ な け れ ば な ら な

い 。

２ 　 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 薄 板 軽 量 形 鋼 を 用 い る 場 合 に あ っ て は 、 表 面 仕 上 げ

の 組 成 又 は 付 着 量 が 、 日 本 工 業 規 格 （ 以 下 「 Ｊ Ｉ Ｓ 」 と い う 。 ） Ｇ 三 三 〇 二 （

溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ― 一 九 九 八 に 定 め る め っ き の 付 着 量 Ｚ 二 七 、 Ｊ

Ｉ Ｓ Ｇ 三 三 一 七 （ 溶 融 亜 鉛 ― 五 ％ ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 め っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ―

一 九 九 四 に 定 め る め っ き の 付 着 量 Ｙ 一 八 又 は Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 三 二 一 （ 溶 融 五 五 ％

ア ル ミ ニ ウ ム ― 亜 鉛 合 金 め っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ― 一 九 九 八 に 定 め る め っ き の 付

着 量 Ａ Ｚ 一 五 〇 に 適 合 す る も の と し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 コ ン ク リ ー ト

第 八 　 防 腐 処 置 等

一 　 土 台 が 布 基 礎 と 接 す る 面 及 び 鉄 網 モ ル タ ル 塗 そ の 他 の 壁 の 枠 組 が 腐 り や す

い 構 造 で あ る 部 分 の 下 地 に は 、 防 水 紙 そ の 他 こ れ に 類 す る も の を 使 用 し な け

れ ば な ら な い 。

二 　 地 面 か ら 一 メ ー ト ル 以 内 の 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 （ 床 根 太 及 び 床 材 を 除

く 。 ） に は 、 有 効 な 防 腐 処 置 を 講 ず る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 、 し ろ あ り そ

の 他 の 虫 に よ る 害 を 防 ぐ た め の 処 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

三 　 腐 食 の お そ れ の あ る 部 分 及 び 常 時 湿 潤 の 状 態 と な る お そ れ の あ る 部 分 の 部

材 を 緊 結 す る た め の 金 物 に は 、 有 効 な さ び 止 め 処 置 を 講 じ な け れ ば な ら な

い 。
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に 直 接 接 し た 土 台 又 は 下 枠 と し て 用 い る 場 合 に あ っ て は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 三 一 二

（ 塗 装 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ― 一 九 九 四 に 定 め る 塗 膜 の 耐 久 性 一 八

及 び め っ き の 付 着 量 Ｚ 二 七 に 適 合 す る も の と し な け れ ば な ら な い 。

第 九 　 構 造 計 算 に よ っ て 構 造 耐 力 上 安 全 で あ る こ と が 確 か め ら れ た 建 築 物 等

一 　 次 の イ 及 び ロ に 該 当 す る 建 築 物 等 に つ い て は 、 第 一 第 一 号 及 び 第 三 か ら 第

七 ま で の 規 定 は 適 用 し な い 。

イ 　 次 の か ら ま で に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う 構 造 計 算 に よ っ て 構 造 耐 力

上 安 全 で あ る こ と が 確 か め ら れ た も の

　 令 第 八 十 二 条 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。

　 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 使 用 す る 構 造 部 材 相 互 の 接 合 部 が そ の 部 分 の

存 在 応 力 を 伝 え る こ と が で き る も の で あ る こ と を 確 か め る こ と

　 建 築 物 等 の 地 上 部 分 に つ い て 、 令 第 八 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 風 圧 力

（ 以 下 「 風 圧 力 」 と い う 。 ） に よ っ て 各 階 に 生 じ る 水 平 方 向 の 層 間 変 位

の 当 該 各 階 の 高 さ に 対 す る 割 合 が 二 百 分 の 一 （ 風 圧 力 に よ る 構 造 耐 力 上

主 要 な 部 分 の 変 形 に よ っ て 建 築 物 等 の 部 分 に 著 し い 損 傷 が 生 じ る お そ れ

の な い 場 合 に あ っ て は 、 百 二 十 分 の 一 ） 以 内 で あ る こ と を 確 か め る こ と

。
　 建 築 物 等 の 地 上 部 分 に つ い て 、 令 第 八 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 震 力

（ 以 下 「 地 震 力 」 と い う 。 ） に よ っ て 各 階 に 生 じ る 水 平 方 向 の 層 間 変 位

の 当 該 各 階 の 高 さ に 対 す る 割 合 が 二 百 分 の 一 （ 地 震 力 に よ る 構 造 耐 力 上

主 要 な 部 分 の 変 形 に よ っ て 建 築 物 等 の 部 分 に 著 し い 損 傷 が 生 じ る お そ れ

の な い 場 合 に あ っ て は 、 百 二 十 分 の 一 ） 以 内 で あ る こ と を 確 か め る こ

と 。
　 建 築 物 等 の 地 上 部 分 に つ い て 、 令 第 八 十 二 条 の 四 各 号 に 定 め る と こ ろ

第 九 　 構 造 計 算 に よ っ て 構 造 耐 力 上 安 全 で あ る こ と が 確 か め ら れ た 建 築 物 等

一 　 次 の イ 及 び ロ に 該 当 す る 建 築 物 等 に つ い て は 、 第 一 か ら 第 七 ま で の 規 定 は

適 用 し な い 。

イ 　 次 の か ら ま で に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う 構 造 計 算 に よ っ て 構 造 耐 力

上 安 全 で あ る こ と が 確 か め ら れ た も の

　 令 第 八 十 二 条 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。

　 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 に 使 用 す る 構 造 部 材 相 互 の 接 合 部 が そ の 部 分 の

存 在 応 力 を 伝 え る こ と が で き る も の で あ る こ と を 確 か め る こ と

　 建 築 物 等 の 地 上 部 分 に つ い て 、 令 第 八 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 風 圧 力

（ 以 下 「 風 圧 力 」 と い う 。 ） に よ っ て 各 階 に 生 じ る 水 平 方 向 の 層 間 変 位

の 当 該 各 階 の 高 さ に 対 す る 割 合 が 二 百 分 の 一 （ 風 圧 力 に よ る 構 造 耐 力 上

主 要 な 部 分 の 変 形 に よ っ て 建 築 物 等 の 部 分 に 著 し い 損 傷 が 生 じ る お そ れ

の な い 場 合 に あ っ て は 、 百 二 十 分 の 一 ） 以 内 で あ る こ と を 確 か め る こ と

。
　 建 築 物 等 の 地 上 部 分 に つ い て 、 令 第 八 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 地 震 力

（ 以 下 「 地 震 力 」 と い う 。 ） に よ っ て 各 階 に 生 じ る 水 平 方 向 の 層 間 変 位

の 当 該 各 階 の 高 さ に 対 す る 割 合 が 二 百 分 の 一 （ 地 震 力 に よ る 構 造 耐 力 上

主 要 な 部 分 の 変 形 に よ っ て 建 築 物 等 の 部 分 に 著 し い 損 傷 が 生 じ る お そ れ

の な い 場 合 に あ っ て は 、 百 二 十 分 の 一 ） 以 内 で あ る こ と を 確 か め る こ

と 。
　 建 築 物 等 の 地 上 部 分 に つ い て 、 令 第 八 十 二 条 の 四 各 号 に 定 め る と こ ろ
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に よ る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 耐 力 壁 に 木 質 接 着 複 合 パ ネ ル を 用 い た

場 合 に あ っ て は 、 同 条 第 二 号 に 規 定 す る 建 築 物 の 各 階 のDs の 数 値 は 、

〇 ・ 五 五 以 上 の 数 値 を 用 い る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 建 築 物 の 振 動 に

関 す る 減 衰 性 及 び 当 該 階 の 靭 性 を 適 切 に 評 価 し て 算 出 す る こ と が で き る

場 合 に お い て は 、 当 該 算 出 に よ る こ と が で き る 。

ロ 　 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 の う ち 、 直 接 土 に 接 す る 部 分 及 び 地 面 か ら 三 十 セ

ン チ メ ー ト ル 以 内 の 外 周 の 部 分 が 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 、 鉄 筋 造 そ の 他 腐

朽 及 び し ろ あ り そ の 他 の 虫 に よ る 害 で 構 造 耐 力 上 支 障 の あ る も の を 生 じ る

お そ れ の な い 構 造 で あ る こ と 。

二 　 次 の イ 及 び ロ に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う 構 造 計 算 に よ っ て 構 造 耐 力 上 安 全

で あ る こ と が 確 か め ら れ た 建 築 物 等 に つ い て は 、 第 四 の 第 二 号 （ 根 太 の 支 点

間 の 距 離 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第 七 号 、 第 五 の 第 四 号 、 第 五 号 、 第 十 一

号 、 第 十 四 号 及 び 第 十 五 号 並 び に 第 七 の 第 九 号 の 規 定 は 適 用 し な い 。

イ 　 前 号 イ 及 び に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。

ロ 　 建 築 物 等 の 地 上 部 分 に つ い て 、 令 八 十 二 条 の 三 第 二 号 に 定 め る と こ ろ に

よ る こ と 。

三 　 第 一 号 イ 及 び に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う 構 造 計 算 に よ っ て 構 造 耐 力 上

安 全 で あ る こ と が 確 か め ら れ た 建 築 物 に つ い て は 、 第 四 の 第 七 号 、 第 五 の 第

四 号 、 第 十 四 号 及 び 第 十 五 号 並 び に 第 七 の 第 九 号 の 規 定 は 適 用 し な い 。

第 十 　 耐 久 性 等 関 係 規 定 の 指 定

　 第 八 で 定 め る 安 全 上 必 要 な 技 術 的 基 準 を 耐 久 性 等 関 係 規 定 と し て 指 定 す る 。

に よ る こ と 。

ロ 　 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 の う ち 、 直 接 土 に 接 す る 部 分 及 び 地 面 か ら 三 十 セ

ン チ メ ー ト ル 以 内 の 外 周 の 部 分 が 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 、 鉄 筋 造 そ の 他 腐

朽 及 び し ろ あ り そ の 他 の 虫 に よ る 害 で 構 造 耐 力 上 支 障 の あ る も の を 生 じ る

お そ れ の な い 構 造 で あ る こ と 。

二 　 次 の イ 及 び ロ に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う 構 造 計 算 に よ っ て 構 造 耐 力 上 安 全

で あ る こ と が 確 か め ら れ た 建 築 物 等 に つ い て は 、 第 四 の 第 二 号 （ 根 太 の 支 点

間 の 距 離 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第 七 号 、 第 五 の 第 四 号 、 第 五 号 、 第 十 一

号 、 第 十 四 号 及 び 第 十 五 号 並 び に 第 七 の 第 九 号 の 規 定 は 適 用 し な い 。

イ 　 前 号 イ 及 び に 定 め る と こ ろ に よ る こ と 。

ロ 　 建 築 物 等 の 地 上 部 分 に つ い て 、 令 八 十 二 条 の 三 第 二 号 に 定 め る と こ ろ に

よ る こ と 。

三 　 第 一 号 イ 及 び ） に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う 構 造 計 算 に よ っ て 構 造 耐 力

上 安 全 で あ る こ と が 確 か め ら れ た 建 築 物 に つ い て は 、 第 四 の 第 七 号 、 第 五 の

第 四 号 、 第 十 四 号 及 び 第 十 五 号 並 び に 第 七 の 第 九 号 の 規 定 は 適 用 し な い 。


